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令和３年第１回長万部町議会定例会（第１日目）

◎招集年月日 令和 ３年 ３月 ４日（木）

◎招集の場所 長万部町役場 議場

◎開 議 日 時 令和 ３年 ３月 ４日（木） 午前１０時００分

◎応 招 議 員（１０名）

１番 村 川 毅 ６番 橋 本 收 司

２番 辻 紀 樹 ７番 高 森 功 治

３番 高 橋 克 英 ８番 北 川 佳 嗣

４番 大 谷 敏 弥 ９番 柏 倉 恵里子

５番 長 﨑 厚 10番 辻 義 雄

◎不応招議員 なし

◎出 席 議 員 応招議員に同じ

◎欠 席 議 員 不応招議員に同じ

◎地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 木 幡 正 志 建 設 課 長 神 野 隆 之

副 町 長 佐 藤 英 代 水 道 ガ ス 課 長 中 里 博 也

総 務 課 長 本 前 武 広 出 納 室 長 岡 野 喜美雄

まちづくり推進課長 加 藤 慶 一 消 防 長 中 田 義 之

新 幹 線 推 進 課 長 岸 上 尚 生 病 院 事 務 長 田 辺 知 行

税 務 課 長 中 山 裕 幸 教 育 長 近 藤 英 隆

町 民 課 長 佐 藤 剛 教 育 次 長 對 馬 政 宏

町 民 課 参 事 大 内 修 教育委員会事務局参事 佐 藤 修

保 健 福 祉 課 長 岡 部 忠 選挙管理委員会書記長 本 前 武 広

健 康 推 進 室 長 野 澤 明 子 監 査 事 務 局 長 豊 嶋 慎 一

産 業 振 興 課 長 小 川 洋 農業委員会事務局長 小 川 洋

◎本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 豊 嶋 慎 一

事 務 局 主 幹 増 田 理 恵

議 事 係 工 藤 大 智
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◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 町政執行方針及び教育行政執行方針並びに予算大綱説明

日程第４ 常任委員の選任について

日程第５ 議会運営委員の選任について

追 加 日 程 第 1 議長の常任委員の辞任について

日程第６ 承認第１号 専決処分の承認について

（令和２年度長万部町一般会計補正予算（第15号））

日程第７ 承認第２号 専決処分の承認について

（令和２年度長万部町一般会計補正予算（第16号））

日程第８ 議案第１号 長万部町議会議員及び長万部町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例

日程第９ 議案第２号 長万部町介護保険条例の一部を改正する条例

日程第10 議案第３号 長万部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例

日程第11 議案第４号 長万部町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

日程第12 議案第５号 長万部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例

日程第13 議案第６号 長万部町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例

日程第14 議案第７号 第４次長万部町まちづくり総合計画の策定について

日程第15 議案第８号 令和２年度長万部町一般会計補正予算（第17号）

日程第16 議案第９号 令和２年度長万部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第17 議案第10号 令和２年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）

日程第18 議案第11号 令和２年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第19 議案第12号 令和２年度長万部町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

日程第20 議案第13号 令和２年度長万部町ガス事業会計補正予算（第２号）

日程第21 議案第14号 令和２年度長万部町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第22 議案第15号 令和２年度長万部町病院事業会計補正予算（第５号）

日程第23 議案第16号 令和３年度長万部町一般会計予算

日程第24 議案第17号 令和３年度長万部町後期高齢者医療特別会計予算

日程第25 議案第18号 令和３年度長万部町国民健康保険特別会計予算

日程第26 議案第19号 令和３年度長万部町介護保険特別会計予算

日程第27 議案第20号 令和３年度長万部町公共下水道事業特別会計予算

日程第28 議案第21号 令和３年度長万部町ガス事業会計予算

日程第29 議案第22号 令和３年度長万部町水道事業会計予算

日程第30 議案第23号 令和３年度長万部町病院事業会計予算
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日程第31 同意第１号 長万部町農業委員会委員の任命について

日程第32 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について
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◎開会・開議宣告・議事日程

１０時００分 開会

○議長（辻義雄） ただいまの出席議員は１０名であります。

定足数に達しておりますので、これより令和３年第１回長万部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

◎諸般の報告

○議長（辻義雄） 諸般の報告を事務局長からいたします。

豊嶋事務局長。

○議会事務局長 (豊嶋慎一) 諸般の報告をいたします。監査委員から１２月分、１月分の出納検

査報告書、定期監査報告書が提出されましたのでお手元に配付いたしました。

また、渡島廃棄物処理広域連合議会議員からは会議結果報告書が提出されましたので、それぞれ

お手元に配付いたしました。

次に、本定例会に議案等の説明のため、あらかじめ町長、教育長、その他執行機関およびそれぞ

れ委任または嘱託を受けた説明員の出席を求めております。以上であります。

○議長 (辻義雄） 以上で諸般の報告を終わります。

◎会議録署名議員の指名

○議長（辻義雄） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において２番辻紀樹議員、７番高森

議員を指名いたします。

◎会期の決定

○議長（辻義雄） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は本日から１２日までの９日間にしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって会期は本日から１２日までの９日間と決定いたしました。

◎町政執行方針及び教育行政執行方針並びに予算大綱説明

○議長（辻義雄） 日程第３、町政執行方針及び教育行政執行方針並びに予算大綱説明を行います。

はじめに町政執行方針を行います。
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木幡町長。

〔町長（木幡正志）登壇〕

○町長（木幡正志） 令和３年第１回町議会定例会の開会にあたり、町政執行に対する所信と町政

運営の基本的な考え方を申し上げます。

私は、町長の重責を担わせていただいて以来今日まで、町民の生命と財産を守るという信念のも

と、町民の皆様の声に耳を傾け、夢と希望を持ち安心して暮らすことができるまちづくりを目指し、

町政の執行にあたってまいりました。この間、議員各位をはじめ、町民の皆様からいただいた温か

いご支援とご協力に、心から感謝とお礼を申し上げます。

昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症が世界規模で猛威を振るい、人の移動や日常

生活に制限が課せられるなど、国民生活や経済活動に多大な影響が生じる１年となりました。本町

におきましても、国や北海道と連携を図りながら、感染防止対策や、経済的・精神的な負担を強い

られる町民の皆様の生活支援に努めてきたところであります。

地方を取り巻く環境は、コロナ禍の影響や、人口の減少、少子高齢化の進展など、依然として厳

しい状況にありますが、町政の執行にあたっては、令和３年度を初年度とする第４次長万部町まち

づくり総合計画に則り、本町が誇りと希望の持てるふるさととして、未来に向かい永続的に発展で

きるよう、各種施策の実現に全力をあげて取り組んでまいる所存であります。

今後も、町民一人ひとりの思いを大切に町政を進めてまいりますので、議員各位をはじめ町民の

皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

それでは、町政執行の主要施策について申し上げます。なお、内容は要約して読み上げをさせて

いただきますのでよろしくお願いを申し上げます。

はじめに、防災関係及び交通安全対策について申し上げます。防災関係では、令和３年度におい

て、北海道より公表予定の新たな津波浸水想定に基づき、津波ハザードマップの更新作業を進める

とともに、引き続き、防災備蓄品の整備や、災害パネル展の開催など、防災意識の高揚に努めてま

いります。

交通安全対策では、関係機関と連携し、旗の波運動や街頭指導の実施により、町民一人ひとりの

安全意識の高揚を図り、交通事故の減少と死亡事故の撲滅を目指してまいります。

次に、第４次長万部町まちづくり総合計画について申し上げます。第４次長万部町まちづくり総

合計画の策定にあたっては、令和元年１１月から町内各層で構成する長万部まちづくり推進会議の

開催と、長万部まちづくり推進庁内プロジェクトチーム会議および若手職員によるワークショップ

の開催、町民アンケートの実施によるご意見・ご提言をいただきながら、鋭意協議を進めてまいり

ました。このたびパブリックコメントを経て最終案を取りまとめましたので、本定例会に基本構想

を提案いたしております。

次に、長万部町国土強靱化地域計画について申し上げます。第４次長万部町まちづくり総合計画

と並行して作業を進めてまいりました、長万部町国土強靱化地域計画の最終案がまとまりました。

国の基本計画と北海道強靱化計画に配意し、大規模自然災害への対応を見据えつつ、産業、交通、

エネルギー、まちづくりなど、幅広い分野における機能の強化を平時の段階から図るため、関連施

策の推進に努めてまいります。

次に、長万部町地域公共交通計画について申し上げます。令和２年度に改正された地域公共交通

活性化再生法では、地方自治体による地域公共交通計画の策定が努力義務として規定されたほか、
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従来の公共交通サービスに加え、コミュニティバスなどを総動員して、地域の移動手段を確保・対

応できるよう位置づけられております。本町においては、ＪＲや路線バスの減便、老人福祉バス・

スクールバス事業の費用の増大や、新幹線開業に合わせた二次交通のあり方などの現状を踏まえ、

関係者で構成する地域交通活性化協議会を立ち上げ、交通事業者間の調整を行い、まちづくり総合

計画等と整合が図られた持続可能な公共交通ネットワークを一体的に形成することを目的とした

「長万部町地域公共交通計画」の策定について、令和３年度より２か年で取り組んでまいります。

次に、長万部都市計画マスタープラン関係について申し上げます。令和６年度までを計画期間と

する、現在の「長万部都市計画マスタープラン」につきましては、北海道の区域マスタープランが

見直しされるのを踏まえ、昨年度から見直し作業を進めてまいりました。

また、都市機能の集約と公共交通の充実等による持続可能なまちづくりを目指して、将来の新幹

線長万部駅を中心に都市機能を集約し、居住を誘導する区域を定める「長万部町立地適正化計画」

および、バリアフリー移動円滑化促進区域を定めた「移動円滑化促進方針」につきましても、今月

中の策定を目指し作業を進めております。

次に、北海道新幹線工事関係について申し上げます。新幹線の地上部である明かり区間につきま

しては、現在、町内ほぼすべての区間で、測量調査や新幹線と交差する道路や河川などの支障移転

や、付け替え協議が行われております。現在、線路に分断された長万部市街地の東西を結ぶ中央跨

線橋につきましては、新幹線高架橋の支障物件となることから、撤去工事の準備のため令和４年３

月３１日をもって通行止めにすることといたしました。替わりとなる歩道橋につきましては、新幹

線長万部駅の東西を結ぶ自由通路の建設を計画し、令和９年度末の完成を目指して協議を進めてい

るところであります。

今後、用地買収や支障物件の移転など、協議の本格化が想定されますが、町民の皆様の生活にで

きる限り支障が生じないよう、最大限に配慮するとともに、事業が円滑に推進できるよう、建設主

体である鉄道・運輸機構との連携を密にして対応してまいります。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。平成３０年度に採用した協力隊員につきまして

は、飲食のサービス業で独立開業を目指し、空き店舗改修工事などの支援を行ってまいりましたが、

現在すべての準備が整い、４月からは店舗名を「炭火焼き鳥まっちゃん」として、大町で独立開業

することとなりました。地域おこし協力隊卒業生として移住・定住する見込みとなることは大変喜

ばしいことであり、協力隊員本人の努力と決断に心から敬意を表するとともに、隊員本人ならびに

協力隊の活動にご協力いただいた多くの町民の皆様に、心から感謝を申し上げます。

令和２年度は、新たに地域文化推進員１名、提案型地域おこし協力隊員１名を採用したところで

あり、地域文化推進員につきましては、学習文化センターを拠点として、図書館司書の資格取得や、

先月まで開催していた「大鉄道写真展」などの地域の文化活動の推進に取り組んでまいりました。

また、提案型地域おこし協力隊員につきましては、本町通の旧加藤書店を改装し、ゲストハウスを

営業することを目標に店舗の改装に取り組んでおり、併せて、ヨガやアウトドアなどの体験事業を

実践するなどとして、事業化の可能性を模索しているところであります。

今後も協力隊員や候補者の意向を踏まえながら、空き家の有効活用や、新たな分野へのチャレン

ジなど、定住・自立に向けた取組に対する支援を、積極的に行ってまいります。

次に、高齢者福祉対策および介護保険事業について申し上げます。本年３月に策定した、第８期

長万部町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、「健康寿命の延伸と元気高齢者の活躍
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推進」「安心・安全に暮らせる環境づくり」「多様な暮らしを支え合うまちづくり」を目標に取組を

進めてまいりました。

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指

し、相談や見守り体制等の生活支援サービスの体制整備、医療・介護連携の推進、認知症の総合的

な対策に取り組んでまいります。

また、地域敬老会への助成、老人クラブの活動支援、タクシー料金の助成、福祉バスの運行など、

令和３年度も継続して実施してまいります。

次に、障がい者福祉関係について申し上げます。第６期長万部町障がい福祉計画（第２期長万部

町障がい児福祉計画）をもとに、「障がい者のだれもが自立し、安心して暮らし合える町」を目指

し、相談支援体制や情報提供の充実を図るとともに、個々に応じた的確なサービスの提供に努めて

まいります。また、地域活動支援センター事業を継続してまいります。

次に、町民の健康増進について申し上げます。長万部町健康づくり計画に基づき、「健やかに産

み育てる」「生活習慣病の予防と悪化の防止」「こころの健康保持」を目標に、家庭や教育関係機関、

商工・農業・漁業団体、町内会等と連携し、健康づくりの推進に取り組んでまいります。

母子の健康では、妊婦一般健診費用および通院費、新生児聴覚検査費用の一部助成を継続してま

いります。また、健診の受診率向上のため、検診料金の一部助成を継続してまいります。

次に、新型コロナウイルスワクチン接種について申し上げます。新型コロナウイルスワクチンの

接種にあたっては、ワクチンの供給量および性質に応じて効率的に接種する必要があることから、

医療機関等と連携を図りながら、接種順位や接種日時、接種場所等について随時町民へ情報提供す

るとともに、町民からの予約相談窓口を開設するなど、円滑に接種を進められるよう取り組んでま

いります。

次に、児童福祉関係について申し上げます。町立保育所では、職員体制の充実を図るとともに、

保護者のご協力をいただきながら、保育サービスや保育環境の充実に努めてまいります。更に、い

ずみ保育園において、認可外保育施設から認可保育所に移行することにしていることから、認可に

移行するための運営費の支援を行ってまいります。学童保育につきましては、民間事業者に委託し、

引き続き実施してまいります。

次に、地域会館関係について申し上げます。新開寿の家と南栄町老人憩の家を統合した、中規模

の集会施設につきましては、基本・実施設計を実施し、令和４年度の新施設完成に向けた事業を進

めてまいります。

次に、生活環境関係について申し上げます。自然に優しい循環型の地域社会づくりを目指すため、

生ごみ堆肥化容器購入補助など、継続して実施してまいります。海岸漂着物の回収・処理につきま

しては、補助事業を利用し、静狩地区・旭浜地区・長万部地区について実施してまいります。また、

街路灯の電気料金補助および設置改良補助を継続してまいります。

山越郡衛生処理組合から引き継ぎした、し尿処理施設につきましては、令和３年度は処理棟を解

体し、令和４年度では、その他の施設を解体する計画で事業を進めてまいります。

次に、農業振興について申し上げます。酪農経営の安定的発展を図るため、酪農ヘルパー利用組

合や、乳牛検定組合等に助成するとともに、町営による公共牧場事業を継続してまいります。

肉用牛は、町有貸付牛の貸付けを引き続き行うとともに、関係団体と連携し、生産者の技術支援

や巡回指導等に努めてまいります。
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道営草地整備事業では、草地整備改良、暗渠排水など、令和４年度まで引き続き実施してまいり

ます。

各地区の農地及び営農用水施設等の維持管理につきましては、多面的機能支払交付金事業を実施

し、保全活動の支援をしてまいります。

新規就農者対策では、就農フェア等に長万部町のブースを出展し、本町のＰＲや就農への情報発

信を行ってまいります。

次に、林業振興について申し上げます。町有林保育事業では、地拵・植栽などの森林整備を、民

有林保育事業では、未来につなぐ森づくり推進事業補助などを行い、林業振興と森林機能の向上に

努めてまいります。また、分収造林事業では、下刈事業などを、道営事業では、基幹林道豊津黒岩

線整備を進めてまいります｡

有害鳥獣対策では、小動物による農業被害も増加傾向にあることから、緩衝地帯整備などによる

物理的な侵入経路を塞ぐとともに、箱わなを増加し、個体数の調整を図るなど、関係機関と連携を

図り、効果的な対策を実施してまいります。

次に、漁業振興について申し上げます。令和２年におけるホタテ貝養殖漁業の漁獲量および漁獲

金額は、前年と比較して漁獲量は８５.５％の増となりましたが、漁獲金額では１５.９％の増にと

どまりました。ホタテの生育状況は、本年２月の調査では、アイヌ政策推進交付金事業にて管外よ

り移入した稚貝を含め、おおむね良好な生育となっておりますが、引き続き、各関係機関と連携し、

注意深く生育調査等を行ってまいります。

漁業振興では、漁港街路灯電気料の補助を行い、漁家経営の安定化と健全な育成を進めるととも

に、水産物供給基盤機能保全事業では、長万部漁港の機能保全工事や、静狩漁港の漂砂対策として

防砂堤の新設工事を進めてまいります。

次に、商工・観光振興について申し上げます。本町の商工業の振興を図るため、商工会への運営

費助成と、中小企業の経営安定のための中小企業融資資金の貸付けを行い、利子補給を実施してま

いります。

観光振興では、ＪＲ長万部駅舎内に設置されている観光案内所に対し、令和３年度も引き続き助

成を行い、機能の強化を図ってまいります。また、長万部温泉の温泉井維持管理事業に助成し、温

泉施設の安全と安定供給に努めてまいります。

本町の一大イベントであります「おしゃまんべ毛がにまつり」につきましては、引き続き助成を

行い、更なる観光振興・地域振興に努めてまいります。

次に、労政関係について申し上げます。昨年から続く新型コロナウイルス感染症の影響により、

全国的に雇用情勢は厳しい状況にあることから、引き続き関係機関と連絡を密にし、求人情報や各

種事業等の周知を図るとともに、国や道と連携し、雇用の確保に努めてまいります。

次に、消費生活相談関係について申し上げます。近年の消費生活相談の多様化に伴い、平成２４

年度から、より高度な対応ができる「函館市消費生活センター」への相談引継ぎ体制を整えており

ます。また、北海道が交付する地方消費者行政強化事業補助金を活用し、担当職員を専門的な研修

に派遣することにより、更なる消費生活相談体制の充実を図ってまいります。

次に、建設関係について申し上げます。土木事業では、令和３年度は町道橋７８橋のうち９橋に

ついて、国の道路メンテナンス補助事業を活用した橋梁点検調査業務を実施してまいります。

また、長万部町橋梁長寿命化修繕工事計画につきましては、令和３年度に再策定を行い、今後の
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町道橋の点検および修繕を円滑に進めてまいります。

その他、町道の舗装補修工事や排水路の清掃、河川の土砂除去など計画的に実施してまいります。

公園事業では、長万部公園キャンプ場およびあやめ公園パークゴルフ場につきましては、新型コ

ロナウイルスの感染状況や、国および北海道の動向を踏まえ、令和３年度の運営方法について、慎

重に判断してまいります。

公営住宅事業では、夜間停電時における避難の安全確保のため、町営住宅はまなすシルバーハウ

ジングの共用廊下・階段に設置している、非常照明用器具の交換工事を実施してまいります。また、

北海道新幹線建設に伴う南部団地移転に係る新団地建設につきましては、令和３年度は基本設計を

実施し、建替事業を進めてまいります。その他、住宅施設や設備の維持、修繕など、計画的に実施

してまいります。

次に、公共下水道事業について申し上げます。公共下水道の利用状況は、令和３年１月末現在、

水洗化率７７.０％となっており、今後も水洗化の普及促進を図り、自主財源の確保と経営の効率

化に努めてまいります。また、令和２年度に供用開始の汚水処理施設は順調に稼働しており、令和

３年度も引き続き万全の体制で事業を実施してまいります。

次に、ガス事業について申し上げます。令和２年度の経営状況は、新型コロナウイルス感染症の

影響により、ガス販売量が１月末現在で前年度を下回り、単年度収支で赤字が見込まれております。

令和３年度の主な事業として、ガス本支管の耐震化対策工事等を実施してまいります。収益は、

ガス売上の微減と施設修理費等の増加により、単年度収支で赤字の見込みとなっております。

ガス事業につきましては、今後も厳しい経営環境ではありますが、保安の確保と安全性の向上に

努めるとともに、健全な経営を図るよう努力してまいります。

次に、水道事業について申し上げます。令和２年度は、給水件数、給水量とも１月末現在で、前

年度より下回りましたが、経費の節減により、単年度収支で黒字が見込まれております。

令和３年度の主な事業として、静狩地区水源井戸掘削工事および水道管移設工事等の費用を計上

しております。収益は、給水収益の微減を見込んでおりますが、経費の減少により単年度収支で黒

字の見込みとなっております。

水道事業につきましては、今後とも経費の節減を図り効率的な事業運営を実施し、安全な水の安

定供給に努めてまいります。

次に、町立病院事業について申し上げます。町立病院につきましては、４月から内科医師３名、

総合診療科医師１名の医師４名による診療体制になります。小児科は毎週火曜日と金曜日、整形外

科は月２回、眼科は２か月に１回の診療となります。土曜日と日曜日の緊急医療につきましては、

北大病院などから医師の派遣をいただき、診療を実施してまいります。

令和３年度につきましては、コロナ禍での予防対策と感染対策の徹底、また、高齢化の進展や多

様化する診療需要等、町民の皆様の期待に応えられる病院づくりを進めるため、訪問診療や健康診

断・各種検診および予防接種等の充実を図りながら、地域に根ざした信頼される病院を目指してま

いります。

次に、消防関係について申し上げます。火災予防につきましては、防火対策物の立入検査を徹底

し、違反是正を促すとともに、避難訓練や防火指導により予防意識の向上を図り、火災による被災

者の抑制に努めてまいります。また、要配慮者の被災を防ぐため、特別査察や防火指導を行うとと

もに、住宅用火災警報器の早期更新の普及啓発を推進してまいります。
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救急業務につきましては、医療機関との連携を強化し、迅速な救急搬送態勢を確立するとともに、

救急救命士養成や医療研修機関に派遣し、高度な知識技術の修得など、救急隊員の資質向上を図っ

てまいります。

消防団につきましては、消防団員の技術向上や国が定める装備基準に基づき、装備資機材を計画

的に整備し、団員の安全確保に取り組んでまいります。

以上、町政執行の概要について申し述べましたが、日々の変化を鋭敏に感じ取り、町民のみなさ

んの声に耳を傾けながら、共に汗を流し地域づくりに邁進する決意であります。町議会ならびに町

民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。以上です。

〔町長（木幡正志）自席へ〕

○議長（辻義雄） 以上で町政執行方針を終わります。

次に教育行政執行方針を行います。

近藤教育長。

〔教育長（近藤英隆）登壇〕

○教育長（近藤英隆） 令和３年第１回町議会定例会の開会にあたり、町教育委員会が所管する教

育行政の基本的な考え方を申し上げます。

はじめに、新型コロナウイルス感染症の拡大により、学校では臨時休業や行事の中止・見直しを

行い、社会教育施設においても臨時休館や各種イベントを中止・縮小するなど多大な影響が生じる

１年となりました。今なお、収束が見えないコロナ禍ではありますが、国や北海道からの指示や方

針を重く受け止め、町と連携した感染防止対策をしっかりと行い、学校教育事業および社会教育事

業を運営してまいります。

教育行政におきましても地域の未来を創造する人づくり文化づくりに努めてまいります。その実

現のため、生涯学習の推進、家庭・学校教育の充実、地域文化の育成やスポーツ活動の振興にも努

めてまいります。

それでは、令和３年度の主な施策等について、分野ごとに申し上げます。なお、新型コロナウイ

ルス感染症対策のため、内容は要約して読み上げさせていただきますので、よろしくお願い申し上

げます。

学校教育について申し上げます。新学習指導要領による教育課程編成については、小学校および

中学校では新学習指導要領による教育課程が編成されています。各学校においても、新学習指導要

領に沿った授業改善を進めるとともに、子どもたちの学ぶ環境の向上について支援してまいります。

ＩＣＴを活用した教育活動の推進については、ＧＩＧＡスクール構想に伴う「１人１台端末整備」

と「校内通信環境整備」につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による学習保障に対応

するため、令和２年度において整備が完了いたしました。これにより、ＩＣＴを活用した授業や学

校行事が始まっていくものと考えております。今後は、教職員のスキルアップを支援し、子どもた

ちの学ぶ環境の向上に努めてまいります。

幼・小・中・高・大学連携による教育活動の充実については、幼稚園から大学まである本町の特

色を最大限に活かした教育が行えるよう、「長万部町教育連携会議」などを活用し、課題を整理・

検討して、学校教育活動の更なる充実を図ってまいります。

地域の教育力を活用した取組については、「地域とともにある学校づくり」を目的とし、学校と

地域がパートナーとして連携・協力できるような取組を進めてまいります。具体的な施策として、
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「学校運営協議会」において、学校における様々な学習活動に対して、地域人材の活用機会を検討

し、「地域とともにある学校づくり」を推進してまいります。

学力・体力向上などへの取組については、学力向上の取り組みとして、全国学力・学習状況調査

の実施と町独自の標準学力テストの実施により、児童生徒の学習に対する理解度についての把握に

努め、授業内容に工夫を加えるなど、学力向上に繋げるための授業改善を進めてまいります。また、

児童生徒の基礎学力の向上のため、家庭学習の定着化と読書活動の取組について、保護者への啓発

も進めてまいります。体力向上の取り組みでは、全国体力・運動能力、運動学習等調査を実施して、

児童生徒の実態と課題を分析いたします。また学校における体育・健康に関する改善を進めてまい

ります。

小・中学校、高等学校において実施しております、自己の生き方を考えていくための資質・能力

の育成を目指した「キャリア教育」の一環としての「ふるさと学」についても、継続して進めてま

いります。

特別支援教育への取組については、「特別な教育的支援を必要とする児童生徒」には、学校内の

教職員同士が協力し、児童生徒を支援する体制づくりを進めてまいります。また、教育支援委員会

議などを通じて、各関係機関との情報連携を図り、就学前からの情報収集に努め、就学指導を適切

に実施してまいります。

いじめ防止・不登校等児童生徒への取組については、いじめの問題については、児童生徒一人ひ

とりが「いじめは絶対に許されない行為」という強い意識を持たせるための取り組みを進めてまい

ります。また、アンケートを実施し、いじめの早期発見に繋げ、問題解決に取り組んでまいります。

不登校等児童生徒については、学校適応指導専門員の配置とスクールカウンセラーの配置を行う

など体制づくりを進めます。さらに、定期的な家庭訪問や保護者との連絡を取り合うなど、不登校

解消に向けての対応を行ってまいります。

学校における働き方改革の取組ついては、「学校における働き方改革『長万部町アクション・プ

ラン』」に基づき、本来担うべき業務に専念できる環境の整備や「学校閉庁日」の設定など、教職

員の負担軽減に係る取組に努めてまいります。

学校施設の維持・管理については、児童生徒の安心、安全のために学校施設の維持・管理や安全

性の点検・確認を随時実施し、適切な修繕などを行ってまいります。

高等学校支援については、長万部高等学校の生徒確保に向け、制服購入費補助、通学費補助、奨

学金制度を実施し、通学困難な生徒に対しては、スクールバスの運行を行うなどの支援を引き続き

行ってまいります。また、「長万部高校の教育を地域とともに考える会」への支援を行うなど協力

してまいります。

通学路の安全確保については、児童生徒の通学路の安全を確保するため、長万部町青少年健全育

成推進協議会には、「合同点検」の実施をいただいております。また、保護者などからの危険と思

われる場所の情報提供に対して、安全確保に向けた可能な限り迅速にかつ効果的な対応を推進して

まいります。さらに、不審者情報が寄せられた場合は、関係機関と連携を図り、注意喚起を行うな

どの速やかな対応を行ってまいります。

次に、学校給食について申し上げます。安全・安心な給食の提供については、献立内容の工夫に

努めるとともに、「学校給食施設の衛生管理基準」に基づく調理作業の実践と食材調達における産

地・鮮度確認の厳格化に努めるとともに、調理環境の整備に努めてまいります。
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食育の推進については、各学校ごとに策定された食育計画に基づき指導しており、今年度も、栄

養バランスはもちろん、食べ物を無駄にしない意識の醸成と定着を図り、食に対する知識やマナー

などを身につけるための指導を進めてまいります。また、食育の実現には、学校・家庭・地域の連

携が不可欠であるため、給食だよりやホームページなどにより、保護者などへの広報･啓発活動を

継続的に実施してまいります。

給食材料の選定については、栄養バランスのとれた給食を提供するため、原材料価格の動向を見

極め、食材などを工夫しながら、地元食材の使用にも努めてまいります。

給食費の未納・滞納解消への取組については、給食費の未納と滞納が発生しないようにするため、

未納者への通知や訪問などによる督促のほか、児童手当からの特別徴収も実施してまいります。ま

た、今後も長万部町債権管理委員会と連携し、滞納解消に努めてまいります。

社会教育について申し上げます。生涯学習推進の取組については、新たに策定された「第四次長

万部町生涯学習推進計画」に基づき、町民一人ひとりが自己の人格を磨き、豊かな人生を送ること

ができるよう、人づくりや町づくりを目指した社会教育活動の発展に努めてまいります。

地域活動や、自発的ボランティア活動、各種団体・サークルなどへの支援を継続し、世代に応じ

た学習活動と体験活動の充実を図るとともに、学校・家庭・地域が連携した青少年の健全育成活動

を推進してまいります。

文化活動振興の取組については、町民の心豊かで潤いのある生活を推進するため、各種文化サ－

クルと連携し、文化活動に対する支援を行ってまいります。また文化ホ－ルを活用した舞台芸術鑑

賞・発表の機会を提供するため、長万部町文化協会と連携した取組を進めてまいります。

町民の読書週間の定着を図るため、親しみやすい図書館を目指した事業を実施し、図書館活動の

充実を図ってまいります。

文化財保護・保存・活用の取組については、東蝦夷地南部藩陣屋跡ヲシャマンベ陣屋跡、二股温

泉の石灰華、静狩湿原などの保護・保存活動を継続してまいります。また、新幹線建設工事に伴う

道教育委員会の埋蔵文化財調査にも対応してまいります。

スポーツ活動振興の取組については、町民が健康で生きがいを持って社会活動ができる環境づく

りを目指してまいります。長万部町スポ－ツ協会をはじめ、スポーツ少年団、学校および地域団体

と連携し、生涯スポ－ツの普及・定着にも努めてまいります。

教育委員会が主催して、スポーツに親しむ機会として、「町民ふれあいオリンピック」や「冬の

レクスポーツの祭典」を実施します。また、各種スポーツ団体・サークルなどの主催する各種競技

会や各種大会を積極的に支援してまいります。

町民プールのより一層の活用を図るため、Ｂ＆Ｇ財団と連携しながら、取組を進めてまいります。

社会教育施設の維持・管理については、社会教育施設の維持・管理のため、随時、安全性の点検

・確認を実施し、適切な修繕・更新などを実施してまいります。

以上、教育行政執行方針の概要について申し述べましたが、今後も各種教育施策の検証と改善を

図りながら、教育関係者との連携を強化して、より信頼される教育行政の執行に努めてまいります。

〔教育長（近藤英隆）自席へ〕

○議長（辻義雄） 以上で教育行政執行方針を終わります。

１１時まで休憩いたします。

１０時４２分 休憩
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１１時００分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて予算大綱説明を行います。

木幡町長。

〔町長（木幡正志）登壇〕

○町長（木幡正志） 令和３年度各会計予算案について、その大綱をご説明申し上げます。

政府は昨年１２月に、令和３年度予算編成の基本方針を閣議決定し、内外の経済動向や新型コロ

ナウイルス感染症の経済に及ぼす影響を注視しながら、躊躇なく必要な対策を講ずるなど、経済あ

っての財政との考え方のもと、経済財政運営に万全を期すとともに、予算編成にあたっては感染拡

大防止と社会経済活動の両立を図りつつ、ポストコロナの新しい社会の実現を目指し、中長期的な

成長力強化の取組とともに、我が国財政の厳しい状況を踏まえ、歳出全般にわたり聖域なき徹底し

た見直しを推進するとしております。

これらの国の方針を踏まえ、本町の新年度予算編成にあたっては税財源の確保はもとより、国の

取組と協調を合わせた歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、ふるさと長万部が未来に向かい永

続的に発展できるよう、産業の振興、福祉の向上、教育の充実を柱に、各種計画に則り令和３年度

予算を編成いたしました。

各会計の予算規模は、一般会計が４９億９,８００万円、特別会計及び企業会計は、後期高齢者

医療・国民健康保険・介護保険・公共下水道・ガス・水道・病院の７会計が、合わせて３２億１,

４６７万６,０００円となり、一般会計及び特別会計並びに企業会計の合計は、８２億１,２６７万

６,０００円で、前年度対比２億８,６３６万２,０００円の増となっております。

それでは、各会計ごとに主な内容について申し上げます。

はじめに、一般会計予算案についてご説明いたします。予算総額は４９億９,８００万円で、前

年度に比較し２億６,１００万円、５.５％の増となりました。増額となった主な要因は、北海道新

幹線建設関連補償事業基金積立、し尿処理施設解体工事、町有林間伐外、町営住宅建設工事設計業

務委託、自由通路等基本設計業務委託、スクールバス購入などによるものであります。

歳出の主なものは、議会費は７,０５６万円で、前年度に比較し２２万８,０００円の減で、議会

運営費と事務局経費を計上いたしました。

総務費は１１億７８９万円で、前年度に比較し３億４,６６８万９,０００円の増となります。

歳出の主なものは、公共施設対策７０５万２,０００円、地域おこし対策７３５万８,０００円、

地域公共交通計画策定４０７万円、新幹線建設負担金９,４１５万円、生活交通確保対策５９９万

円、地域情報化４,０１９万４,０００円、交通安全対策１１０万円、ガス・温泉採取供給１,４１

６万５,０００円、防災対策１,０１４万３,０００円、防犯灯・街路灯整備５１７万２,０００円、

このほか一般管理費、財産管理費、徴税費、戸籍住民基本台帳費、選挙費、統計調査費、監査委員

費など管理部門の経費を計上いたしました。

民生費は９億９,１０１万４,０００円で、前年度に比較して１億３,９０８万５,０００円の減と

なりました。

歳出の主なものは、福祉センター運営６２４万７,０００円、高齢者生活支援４９６万６,０００

円、介護予防・生きがい活動支援４３５万６,０００円、在宅福祉支援１２０万円、老人福祉バス

運行３２９万２,０００円、高齢者生活福祉センター運営２,３００万円、社会福祉法人施設補助３
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３５万３,０００円、地域会館等整備６３２万５,０００円、老人福祉センター運営３３７万１,０

００円、このほか、多子世帯保育料等軽減補助、心身障害者医療費、乳幼児等医療費、保育所に係

る児童措置費、国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金、後期高齢者医療特別会計

繰出金等に所要額を計上いたしました。

衛生費は６億９,９５３万８,０００円で、前年度に比較し１,７７６万円の減となります。

歳出の主なものは、渡島廃棄物処理広域連合負担金８,１０５万１,０００円、ごみ処理施設運営

１億２,１３５万１,０００円、下水路整備６１０万円、汚水処理施設維持管理３,６５４万２,００

０円、し尿処理施設解体整理２億１,５６０万円、このほか予防費、環境衛生費、公害対策費、病

院事業会計繰出金、水道事業会計繰出金等に所要額を計上いたしました。

労働費は１５２万円で、前年度に比較し１,０００円の減となります。

歳出の主なものは、労働金庫への貸付金１００万円と、季節労働者への就労援助、団体運営に対

する補助などを計上いたしました。

農林水産業費は３億１,５０２万２,０００円で、前年度に比較し１,３３７万４,０００円の増と

なります。

歳出の主なものは、多面的機能支払交付金事業補助等、農業振興として２４５万３,０００円、

乳牛検定組合補助、酪農ヘルパー利用組合補助等、畜産振興として２８３万２,０００円、農地振

興１,６５９万２,０００円、公共牧場管理運営１,８５０万円、このほか農業委員会運営など管理

部門の経費を計上いたしました。

林業振興対策は、町有林の下刈、鳥獣捕獲補助等、林業振興として８,０２４万１,０００円、分

収造林４４８万８,０００円、森林基幹道豊津・黒岩線林道負担金は２,５００万円を計上いたしま

した。

水産業振興対策は、噴火湾渡島海域漁業振興対策協議会負担金、付着物有機資源リサイクル事業

補助等、水産業振興として２８０万４,０００円、水産基盤整備４,２８５万１,０００円、水産物

流通加工基盤強化対策４,０５０万１,０００円、アイヌ政策推進は、ホタテ貝の稚貝に関する調査

研究事業委託として２,３４６万円を計上いたしました。

商工費は４,０９８万円で、前年度に比較し１０３万８,０００円の減となります。商工振興対策

は、商工会運営費補助、おしゃまんべ毛がにまつり事業補助、合宿誘致事業補助など９５３万円で

あります。

観光振興対策は、観光協会運営費補助、写万岳ハイキングコース維持管理事業補助、長万部温泉

井維持管理事業補助など１,０９８万４,０００円、このほか、多目的活動センターの運営経費を計

上いたしました。

土木費は６億６,０７８万４,０００円で、前年度に比較し３,８３７万円の増となります。道路

橋梁維持は、道路舗装・側溝補修等・除雪対策経費等で２億４,３５４万４,０００円、河川維持１,

１００万円、都市計画３,３８９万１,０００円、公園環境整備１,１５６万９,０００円、町営住宅

整備５５０万円、町営住宅建設３,８８５万９,０００円などを計上いたしました。

消防費は１億８,２５７万７,０００円で、前年度に比較し１,２４３万９,０００円の減となりま

す。消防本部、消防団に係る経費を計上いたしました。

教育費は３億７,１４４万７,０００円で、前年度に比較し５５１万４,０００円の増となります。

学校教育関係では、スクールバス購入２,５９６万円を計上いたしました。社会教育関係では、町
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民センター運営１８４万１,０００円、植木蒼悦記念館整備４５９万８,０００円、学習文化センタ

ー運営１,１３３万３,０００円を計上いたしました。体育関係では、スポーツセンター運営９８６

万３,０００円、海洋センター運営８３８万２,０００円を計上いたしました。学校給食センター運

営は８,４５２万４,０００円を計上いたしました。

災害復旧費は、災害応急対策として１５万６,０００円を計上いたしました。

公債費、諸支出金、予備費は、それぞれ所要額を計上いたしました。

次に、歳入についてご説明いたします。町財政の根幹であります町税収入は５億６,４２７万７,

０００円で、前年度に比較し３,１９０万５,０００円、５.４％の減となります。

地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方

消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金は、合わせて１億８,

８４４万９,０００円を計上いたしました。

地方交付税は２１億３,０００万円で、前年度に比較し１億２００万円の増となります。普通交

付税を２０億円、特別交付税を１億３,０００万円見込んでおります。税収入、繰入金等の自主財

源は、前年度に比較し８,６５５万３,０００円減の１３億６７２万４,０００円を計上いたしまし

た。その主なものは、財産収入３,１３７万円、分担金及び負担金３,４３５万２,０００円、使用

料及び手数料１億４,８５１万円、基金繰入金４億４,４５７万９,０００円であります。

基金繰入の内訳は、財政調整基金２億５,３００万円、減債基金１,５００万円、地域振興基金１,

０００万円、生活交通確保対策基金５９９万円、まちづくり基金４,０００万円、地域福祉基金２

００万円、森林環境譲与税基金２９８万９,０００円、し尿処理施設解体基金１億１,５６０万円、

以上８基金からの繰入を計上いたしました。

国庫支出金や町債等の依存財源は、前年度に比較し３億４,７５５万３,０００円、１０.４％増

の３６億９,１２７万６,０００円を計上いたしました。内訳として、国庫支出金は３億５,２７２

万７,０００円で、主なものは、し尿処理施設解体事業１億円、自立支援給付負担金８,８５３万３,

０００円、児童手当負担金３,４２１万８,０００円、除雪事業２,４２０万円、アイヌ政策推進交

付金１,８７６万８,０００円、子どものための教育保育給付費負担金１,２６９万８,０００円、許

認可移行運営費支援事業１,０００万円などであります。

道支出金は２億３,４７２万６,０００円、主なものは、合板・製材・集成材生産性向上・品目転

換促進対策事業４,５５０万円、自立支援給付負担金４,４２６万９,０００円、後期高齢者医療保

険料軽減費負担金２,５３１万５,０００円、国民健康保険税軽減費負担金２,４７６万９,０００円、

林業振興事業１,７３２万２,０００円、海岸漂着物対策事業１,３６０万円などであります。

町債は３億７,７３０万円で、内訳は、総務関連では、新幹線対策債等３事業で９,３９０万円、

民生関係では、高齢者等交通移動手段確保対策事業債等３事業で１,６７０万円、衛生関連では、

地域医療対策債３,０００万円、農林水産関連では、水産基盤整備債等４事業で７,３３０万円、消

防関連では、消防整備債１０万円、教育関連では、スクールバス導入債等２事業で２,９３０万円、

このほか臨時財政対策債１億３,４００万円であります。

次に、後期高齢者医療特別会計予算案について申し上げます。予算総額は１億５１４万７,００

０円で、前年度に比較し２７２万３,０００円、２.７％の増となっております。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料６,６０８万８,０００円、繰入金３,８８９万円を計

上しております。
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次に、歳出の主なものは、保険料等負担金９,９８４万３,０００円で、事務費負担金３２８万６,

０００円を加えた後期高齢者医療広域連合納付金１億３１２万９,０００円を計上いたしておりま

す。

次に、国民健康保険特別会計予算案について申し上げます。予算総額は７億４,９３６万円で、

前年度に比較し１,０５５万３,０００円、１.４％の減となっております。

歳入の主なものは、国民健康保険税１億３,０９０万円、道支出金５億３,７１０万６,０００円､

一般会計繰入金８,０７６万１,０００円、このほか使用料及び手数料、諸収入で５９万３,０００

円を計上いたしております。

次に、歳出の主なものは、職員給与費のほか、賦課徴収費等の運営管理経常費として総務費に２,

８４６万９,０００円、保険給付費５億２,３３２万１,０００円、国民健康保険事業費納付金１億

８,７９５万８,０００円、このほか財政安定化基金拠出金、保健事業費、公債費、諸支出金、予備

費で９６１万２,０００円を計上いたしております。

次に、介護保険特別会計予算についてご説明いたします。予算総額は８億７,８３０万円で、前

年度に比較して７,３５９万２,０００円、９.１％の増となりました。増額となった主な要因は、

施設介護サービス給付費の増によるものであります。

歳入の主なものは、介護保険料１億２,６９４万７,０００円、国庫支出金２億１,６２８万９,０

００円、支払基金交付金２億１,５７５万７,０００円、道支出金１億３,０６８万４,０００円、繰

入金１億８,７１４万６,０００円を計上いたしました。次に、歳出の主なものは、職員給与のほか、

賦課徴収、介護認定等に係る運営管理費として総務費に２,５１２万７,０００円、介護サービス等

に係る保険給付費７億７,２０３万３,０００円、地域支援事業費８,０６２万３,０００円を計上い

たしました。

次に、公共下水道事業特別会計予算案について申し上げます。予算総額は３億１,７６８万７,０

００円で、前年度に比較し６０１万７,０００円、１.９％の増となっております。

歳入の主なものは、使用料及び手数料５,３７２万５,０００円、国庫支出金１,６００万円、繰

入金１億９,７５０万円、諸収入３,９９１万３,０００円、町債１,０５０万円を計上いたしており

ます。次に、歳出の主なものは、一般管理費５,５２０万４,０００円、管渠管理費３,１１２万３,

０００円、終末処理場管理費８,６２０万１,０００円、建設費３,２００万円、公債費１億１,２９

５万９,０００円、予備費２０万円を計上いたしております。

次に、ガス事業会計予算について申し上げます。収益的収入予定額１億１,４９２万２,０００円、

収益的支出予定額１億３,６７１万３,０００円で、差引２,１７９万１,０００円に、当年度分の建

設改良費による消費税資本的収支調整額１９７万３,０００円を加えた２,３７６万４,０００円の

赤字となります。

支出予定額の主なものは、原料費２,７７２万円、人件費３,３９７万５,０００円、その他事業

費６,５４３万２,０００円、営業外費用９５８万６,０００円であります。収入予定額は、製品売

上９,２３０万円、営業雑収益７２４万円、営業外収益１,３９８万１,０００円、特別利益１４０

万１,０００円であります。資本的収支予定額は、建設改良費２,１７０万円、企業債償還金２,７

５２万１,０００円、合計４,９２２万１,０００円でこれに対する財源は、企業債２,１７０万円、

過年度分損益勘定留保資金２,７５２万１,０００円で補てんしてまいります。

次に、水道事業会計予算案について申し上げます。収益的収入予定額１億６,４９５万６,０００
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円、収益的支出予定額１億５,０３９万１,０００円で、差引１,４５６万５,０００円から、当年度

分の建設改良費による消費税資本的収支調整額２５０万１,０００円を差し引いた１,２０６万４,

０００円が黒字となります。支出予定額の主なものは、人件費２,３１８万９,０００円、受託工事

費８８５万５,０００円、減価償却費４,０９１万７,０００円、その他営業費用６,５６８万６,０

００円、営業外費用１,１７４万４,０００円であります。収入予定額は、水道料金１億４,００５

万９,０００円、その他営業収益１,２９３万２,０００円、営業外収益１,１９６万５,０００円で

あります。資本的収支予定額は、建設改良費４,３００万円、企業債償還金４,９６２万円、合計９,

２６２万円で、これに対する財源は、一般会計補助金２０３万３,０００円、工事負担金１,５５０

万円、過年度分損益勘定留保資金１,４４９万円、当年度分損益勘定留保資金１,８５９万６,００

０円、減債積立金処分額２,０００万円、建設改良積立金処分額１,９５０万円、および当年度分消

費税資本的収支調整額２５０万１,０００円で補てんしてまいります。

次に、病院事業会計予算案について申し上げます。収益的収入予定額６億９,７６５万１,０００

円、収益的支出予定額７億２,２２３万４,０００円で、差引２,４５８万３,０００円から、当年度

分の建設改良費による消費税資本的収支調整額３１万２,０００円を差し引いた２,４８９万５,０

００円が赤字となります。支出予定額の主なものは、医業費用７億２,０１２万７,０００円、医業

外費用２１０万７,０００円。収入予定額の主なものは、医業収益５億７,５１９万４,０００円、

医業外収益１億２,２４５万７,０００円となり、医業外収益のうち１億１,５１９万６,０００円が

一般会計補助金であります。資本的支出予定額の主なものは、建設改良費３８３万７,０００円、

企業債償還金８１４万６,０００円、看護学生奨学金資金貸付金１０２万円で、合計１,３００万３,

０００円となり、これに対する資本的収入予定額は、他会計負担金４８０万４,０００円で、資本

的収入額が資本的支出額に対し不足する額８１９万９,０００円は、過年度分損益勘定留保資金で

補てんしてまいります。

以上で、一般会計を含め８会計予算案の大綱について、説明を終わります。

〔町長（木幡正志）自席へ〕

○議長（辻義雄） 以上で予算大綱説明を終わります。

◎常任委員及び議会運営委員の選任について

○議長（辻義雄） 次に日程第４、常任委員の選任について、および日程第５、議会運営委員の選

任についてを会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。

常任委員および議会運営委員の選任については、委員会条例第７条の第３項の規定により、議長

が会議に諮って指名をすることになっております。

お諮りいたします。総務常任委員および産業建設常任委員に全議員を、議会運営委員に議長およ

び副議長を除く全議員をそれぞれ指名したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よってただいま指名したとおり、総務常任委員、産業建設常任委員およ

び議会運営委員に選任することに決定いたしました。

ただいま私が総務常任委員および産業建設常任委員に選任されましたが、議長の職務上から委員

を辞退したいと思いますので、よろしくお諮り願いたいと思います。
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暫時休憩いたします。

１１時２７分 休憩

〔議長除斥。副議長、議長席へ〕

１１時２８分 再開

○副議長（柏倉恵里子） 休憩前に引き続き会議を開きます。

ただいま議長から、総務常任委員および産業建設常任委員の辞任の申し出がありました。

お諮りいたします。議長の常任委員の辞任についてを日程に追加し、追加日程第１として議題に

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって議長の常任委員の辞任についてを日程に追加し、追加日程第１と

して議題とすることに決定いたしました。

◎議長の常任委員の辞任について

○副議長（柏倉恵里子） 追加日程第１、議長の常任委員の辞任についての件を議題といたします。

議長はその職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際における採決権

など、議長固有の権限を考慮するとき、委員会に委員として所属することは適当ではなく、また、

行政実例でも議長については辞任が認められております。

お諮りいたします。議長の申し出のとおり、総務常任委員および産業建設常任委員の辞任を許可

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって議長の総務常任委員および産業建設常任委員の辞任を許可するこ

とに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

１１時３０分 休憩

〔副議長自席へ。議長、議長席へ〕

１１時３１分 再開

○議長（辻義雄） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、委員会条例第８条第２項の規定により、各常任委員会および議会運営委員会の委員長およ

び副委員長互選と、所管事務等の調査についての協議を行うため、各委員会を開催いたします。

なお、昼の休憩時間となりますので、本会議を１時から再開したいと思いますのでご承知おき願

います。

それでは午後１時まで休憩いたします。

１１時３２分 休憩

１３時００分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

休憩中に開催しました各委員会において、委員長および副委員長が互選されましたのでご報告申

し上げます。

まず、総務常任委員会の委員長には村川議員、副委員長には高森議員。

続いて産業建設常任委員会の委員長には大谷議員、副委員長には橋本議員。
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議会運営委員会の委員長には辻紀樹議員、副委員長には北川議員。

また、議会広報編集特別委員会より、３月１日付で委員長、副委員長に変更があった旨報告があ

りましたので、合わせて報告いたします。

議会広報編集特別委員会の委員長には高橋議員、副委員長には長崎議員。

以上のとおりであります。

◎承認第１号 専決処分の承認について

（令和２年度長万部町一般会計補正予算（第１５号））

○議長（辻義雄） 日程第６、承認第１号専決処分の承認について（令和２年度長万部町一般会計

補正予算（第１５号））の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

本前総務課長。

○総務課長（本前武広） ただいま上程されました、承認第１号専決処分の承認について、その内

容をご説明いたします。

この専決処分は、令和２年度長万部町一般会計補正予算（第１５号）であります。地方自治法第

１７９条第１項の規定により、令和３年２月５日付で専決処分をいたしましたので、同条第３項の

規定により議会の承認をお願いするものであります。

今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ７１万５,０００円を追加し、補正後の予算総額を６６億

８,４７５万７,０００円とするものであります。

専決処分いたしました予算内容につきましては、補正予算書に添付しております概要により歳出

からご説明いたします。

民生費は７１万５,０００円の追加であります。児童措置費、需用費７１万５,０００円の追加は

修理費で、さかえ保育所のパネルヒーター用暖房ボイラーが経年劣化により故障し、早急に修理す

る必要があることから計上したものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。１８繰入金、財政調整基金繰入金は７１万５,０００円

の追加で、今回の補正で不足する財源を当基金から取り崩し、収支の均衡を図るものであります。

この基金取り崩し後の当基金残高見込額は、５億８,９８８万７,０００円となります。

以上がただいま上程されました、令和２年度長万部町一般会計補正予算（第１５号）の内容であ

ります。よろしくご承認くださいますようお願いいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。４頁です。質

疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本件は承認することに決定いたしました。
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◎承認第２号 専決処分の承認について

（令和２年度長万部町一般会計補正予算（第１６号））

○議長（辻義雄） 日程第７、承認第２号専決処分の承認について（令和２年度長万部町一般会計

補正予算（第１６号））の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

本前総務課長。

○総務課長（本前武広） ただいま上程されました、承認第２号専決処分の承認について、その内

容をご説明いたします。

この専決処分は、令和２年度長万部町一般会計補正予算（第１６号）であります。地方自治法第

１７９条第１項の規定により、令和３年２月２２日付で専決処分をいたしましたので、同条第３項

の規定により議会の承認をお願いするものであります。

今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ３,９００万円を追加し、補正後の予算総額を６７億２，

３７５万７,０００円とするものであります。

専決処分いたしました予算内容につきましては、補正予算書に添付しております概要により歳出

からご説明いたします。

土木費、道路橋梁維持費、委託料３,９００万円の追加は道路維持管理委託で、本年１月の大雪

および２月１６日から１７日にかけての低気圧の影響等により、除雪委託費の不足が見込まれるこ

とから計上したものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。１８繰入金、財政調整基金繰入金は３,９００万円の追

加で、今回の補正で不足する財源を当基金から取り崩し、収支の均衡を図るものであります。この

基金取り崩し後の当基金残高見込額は、５億５,０８８万７,０００円となります。

以上がただいま上程されました、令和２年度長万部町一般会計補正予算（第１６号）の内容であ

ります。よろしくご承認くださいますようお願いいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。４頁です。質

疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本件は承認することに決定いたしました。

◎議案第１号 長万部町議会議員及び長万部町長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例

○議長（辻義雄） 日程第８、議案第１号長万部町議会議員及び長万部町長の選挙における選挙運
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動の公費負担に関する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

本前総務課長。

○総務課長（本前武広） ただいま上程されました、議案第１号長万部町議会議員及び長万部町長

の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の提案理由と内容をご説明いたします。

近年、地方議会の議員のなり手不足が深刻化する中、公職選挙法の一部が改正され、町村の選挙

における立候補の環境改善を図るため、町村議会議員選挙および町村長選挙における選挙運動用自

動車の使用、選挙運動用ビラの作成および選挙運動用ポスターの作成が選挙公営の対象となったこ

とから、公費負担に関し必要な事項を定めるため、本条例案を提案するものであります。

本文をご覧ください。提案内容につきましては要約してご説明させていただきます。表題は、「長

万部町議会議員及び長万部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」であります。

第１条は趣旨で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作

成に係る公費負担に関し、必要な事項定める旨の規定であります。

第２条は、選挙運動用自動車の使用の公費負担で、候補者は６万４,５００円に、立候補の届け

出日から選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使

用することができ、無投票となった場合は告示日１日分を、また、供託金が没収される場合には、

公費負担の対象とならない旨を規定するものであります。

第３条は、選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出で、第２条の規定の適用を受けようとする

者は、選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出なければならな

い旨の規定であります。

第４条は、選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続で、町は、候補者が第３条の規定

に基づき契約の相手方に支払うべき金額を、相手方の請求に基づき支払うとするもので、支払限度

額は、当該契約が一般乗用旅客自動車運送業者との運送契約である場合は、１日あたり６万４,５

００円。当該契約が一般運送契約以外の場合は、選挙運動用自動車の借入契約にあっては、１日あ

たり１万５,８００円。選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約にあっては、１日あたり７,５

６０円。選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約にあっては、１日あたり１万２,５００円

とするものであります。

第５条は、選挙運動用自動車の使用の契約の指定で、第４条の場合において、選挙運動用自動車

の使用に関し同一日に一般運送契約と一般運送契約以外のいずれもが締結されているときは、候補

者が指定するいずれかの契約が締結されているものとみなす規定であります。

第６条は、選挙運動用ビラの作成の公費負担で、第８条に定める金額の範囲内で、選挙運動用ビ

ラを無料で作成することができる旨の規定であります。

第７条は、選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出で、第６条の規定の適用を受けようとする者

は、ビラ作成業者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出な

ければならない旨の規定であります。

第８条は、選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続で、町は、候補者が第７条の契約に

基づき相手方に支払うべき金額のうち、１枚あたりの作成単価７円５１銭を限度として、当該選挙

運動用のビラの法定内の作成枚数を乗じて得た金額を、当該ビラ作成業者からの請求に基づき支払

う旨の規定であります。

第９条は、選挙運動用ポスターの作成の公費負担で、第１１条に定める金額の範囲内で、選挙運
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動用ポスターを無料で作成することができる旨の規定であります。

第１０条は、選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出で、第９条の規定の適用を受けようと

する者は、ポスター作成業者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、

選挙管理委員会に届け出なければならない旨の規定であります。

第１１条は、選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続で、町は、候補者が第１０条

の契約に基づき相手方に支払うべき金額のうち、１枚あたりの作成単価（当該作成単価が５２５円

６銭に当該選挙のポスター掲示場の数を乗じて得た金額に３万５,０００円を加えた金額を当該選

挙のポスター掲示場の数で除して得た金額を超える場合には、当該除して得た金額）に、当該選挙

運動用ポスターの作成枚数を乗じて得た金額を、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、業者

に支払う旨の規定であります。なお、公費で負担するポスターの上限枚数につきましては、掲示場

数３４に１.５を乗じた５１枚となります。

第１２条は委任で、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定めるとする規定であり

ます。

附則第１項は施行期日で、この条例は公布の日から施行するというものであります。

附則第２項は適用区分で、この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から

適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例に

よるというものであります。

以上がただいま上程されました、議案第１号長万部町議会議員及び長万部町長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例についての内容であります。よろしくご審議のほどお願いいたしま

す。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第２号 長万部町介護保険条例の一部を改正する条例

○議長（辻義雄） 日程第９、議案第２号長万部町介護保険条例の一部を改正する条例の件を議題

といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第２号長万部町介護保険条例の一部を

改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、令和３年度から令和５年度までを計画期間とする第８期長万部町高齢者保健
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福祉計画・介護保険事業計画に基づく介護保険料率の改正のほか、租税特別措置法及び地方税法の

改正に伴う延滞金の割合の特例規定の改正、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正

する法律により、新型コロナウイルス感染症関係の保険料の減免に係る規定中「新型コロナウイル

ス感染症」の定義部分を改正するものであります。

改正内容につきましては、新旧対照表のほかに一部改正の概要を添付してございますが、このた

びは保険料の改定がございますので、新旧対照表によりご説明させていただきます。表の左欄が改

正後、右欄が改正前、下線部分が改正する内容であります。

第５条は保険料率で、第１項中「平成３０年度」を「令和３年度」に、「令和２年度」を「令和

５年度」に改め、同項第１項中「３万３,０００円」を「３万６,０００円」に、同項第２号中「４

万９,５００円」を「５万４,０００円」に、同項３号中「４万９,５００円」を「５万４,０００円」

に、同項第４号中「５万９,４００円」を「６万４,８００円」に、同項第５号中「６万６,０００

円」を「７万２,０００円」に、同項第６号中「７万９,２００円」を「８万６,４００円」に、同

項第７号中「８万５,８００円」を「９万３,６００円」に、同項第８号中「９万９,０００円」を

「１０万８,０００円」に、同項第９号中「１１万２,２００円」を「１２万２,４００円」に改め

るものであります。

これは、第８期計画における推計に基づき算出された介護保険料基準額により、令和３年度から

５年度までの保険料率をそれぞれ所得段階別に改正するものであります。

次に１頁から２頁をご覧ください。第５条第３項中「令和２年度」を「令和３年度」に、「１万９,

８００円」を「２万１,６００円」に、同条第４項中「令和２年度」を「令和３年度」に、「１万９,

８００円」を「２万１,６００円」に、「３万３,０００円」を「３万６,０００円」に、同条第５項

中「令和２年度」を「令和３年度」に、「１万９,８００円」を「２万１,６００円」に、「４万６,

２００円」を「５万４００円」改めるものです。

これは、国における社会保障・税一体改革による社会保障の充実により、令和３年度における介

護保険第１号被保険者保険料の低所得者軽減強化が実施されることによる読み替え規定で、この改

正により、令和３年度の保険料率は、所得段階第１段階が「３万６,０００円」から「２万１,６０

０円」となり１万４,４００円、第２段階が「５万４,０００円」から「３万６,０００円」となり

１万８,０００円、第３段階が「５万４,０００円」から「５万４００円」となり３,６００円が、

それぞれ軽減となります。

附則第１条の２は、延滞金の割合の特例で、同条第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を

「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」に改め、「の規定により告示された割合」を「に規定す

る平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削

り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に改め、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合

に」に改め、同条に第２項として、「前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算にお

いて、同項に規定する加算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年０.１パーセント未満の割

合であるときは、年０.１パーセントの割合とする。」を加えるものであります。

これは、租税特別措置法および地方税法の改正に伴い、「特例基準割合」の用語が「延滞金特例

基準割」に見直しされたことによる文言の改正と新設された規定を整備するものであります。

２頁から３頁をご覧ください。附則第１０条は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の

減少が見込まれる場合等における保険料の減免で、第１項第１号中「新型インフルエンザ等対策特
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別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症

（次号において「新型コロナウイルス感染症」という。）」を「新型コロナウイルス感染症（病原体

がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関

に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。

次号において同じ。）」に改めるものであります。これは、新型インフルエンザ等対策特別措置法等

の一部を改正する法律と同様に「新型コロナウイルス感染症」の定義部分を改正するものでありま

す。

附則として、第１項は施行期日で、この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則

第１０条第１項第１号の改正規定は、公布の日から施行する。

第２項は経過措置で、この条例による改正後の長万部町介護保険条例第５条第１項の規定は、令

和３年度分の保険料から適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。とするものであります。

以上がただいま上程されました、議案第２号長万部町介護保険条例の一部を改正する条例につい

ての内容であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第３号 長万部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例

○議長（辻義雄） 日程第１０、議案第３号長万部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の

説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第３号長万部町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内

容をご説明いたします。

介護サービスに係る人員、設備、運営等の基準は、介護保険事業計画の期間に合わせ、３年に１

度、大規模な見直しが行われており、このたび、その関係省令が改正されたことに伴い、国の基準

に準じて条例を改正するものであります。

改正の主な内容は、「介護人材の確保・介護現場の業務の効率化及び負担軽減」、「地域包括ケア
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システムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、「感染症や災害への対応力強化」、「その

他」として、高齢者虐待防止の推進などとなっております。

改正の内容につきましては、議案に新旧対照表のほかに一部改正の概要を添付しております。改

正条文等が多いことから、こちらによりご説明させていただきます。概要には条文等、改正内容、

改正の趣旨等を記載しておりますが、改正の趣旨等は省略させていただきます。

第３条は、地域指定密着型サービスの事業の一般原則で、指定地域密着型サービス事業者に、利

用者の人権擁護、虐待防止等に関する担当者の設置を義務付けるもの、及び介護保険等の関連情報

等を活用してケアの質の向上を図るためのものであります。

第６条は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数で、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者の敷地内にある施設等の職員を、オペレーターに充てることができるように基準が

緩和されたことに伴う規定の整備であります。

第３１条は運営規程で、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に、虐待防止等に関する

担当者の設置が義務付けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであります。

第３２条は勤務体制の確保等で、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に、ハラスメン

ト対策の強化を求めるためのものであります。

第３２条の２は業務継続計画の策定等で、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に、感

染症や災害が発生した場合でも必要な業務を継続できるための計画策定や研修・訓練等の実施を義

務付けるためのものであります。

第３３条は衛生管理等で、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に、感染症の発生及び

まん延等の対策のため、委員会の開催、指針の整備、研修・訓練等の実施を義務付けるものであり

ます。

第３４条は掲示で、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の負担軽減の観点から、第３

４条第１項に規定する運営規程等の重要事項を記載した書面を閲覧可能な形に備え付けることで掲

示に代えることができるとするためのものであります。

２頁をご覧ください。第３９条は地域との連携等で、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者に、テレビ電話装置等を活用して協議会等が行うことができるようにするためのものでありま

す。

第４０条の２は虐待の防止で、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に、虐待防止等に

関する委員会の開催、指針の整備、研修の実施等を適切に実施するため、担当者の設置を義務付け

るためのものであります。

第４７条は訪問介護員等の員数で、指定夜間対応型訪問介護事業所において、オペレーターの配

置基準等の緩和に伴う改正であります。

第５５条は運営規程で、指定夜間対応型訪問介護事業者に、虐待防止等に関する担当者の設置が

義務付けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであります。

第５６条は勤務体制の確保等で、指定夜間対応型訪問介護事業所において、地域の実情を勘案し

た事業の一部委託、オペレーターの配置基準等の緩和、ハラスメント強化による必要な措置を定め

るためのものであります。

第５７条は地域との連携等で、指定夜間対応型訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に

対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行
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うよう努めることとするためのものであります。

第５９条は準用で、このたびの改正に伴い、準用規定を整備するものであります。

５９条の１２は運営規程で、指定地域密着型通所介護事業者に、虐待防止等に関する担当者の設

置が義務付けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであります。

３頁をご覧ください。第５９条の１３は勤務体制の確保等で、指定地域密着通所介護事業者に、

認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置、及びハラスメント対策の強化に伴う必要な措

置を講ずるためのものであります。

第５９条の１５は非常災害対策で、指定地域密着型通所介護事業者に、非常災害時のために行う

訓練に地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととするためのものでありま

す。

第５９条の１６は衛生管理等で、指定地域密着型通所介護事業者に、感染症の発生及びまん延等

の対策のための委員会の開催、指針の整備、研修・訓練等の実施を義務付けるためのものでありま

す。

第５９条の１７は地域との連携等で、指定地域密着型通所介護事業者に、テレビ電話装置等を活

用して協議会等を行うことができるようにするためのものであります。

第５９条の２０、第５９条の２０の３は準用で、このたびの改正に伴い、準用規定を整備するも

のであります。

５９条の３４は運営規程で、指定療養通所介護事業者に、虐待防止等に関する担当者の設置が義

務付けられたことにより、運営規程の追加事項に追加するものであります。

第５９条の３６は、安全・サービス提供管理委員会の設置で、指定療養通所介護事業者に、テレ

ビ電話装置を活用して安全・サービス提供管理委員会を行うことができるようにするためのもので

あります。

第５９条の３８は準用で、このたびの改正に伴う準用規定を整備するものであります。

４頁をご覧ください。第６４条は従業者の員数で、一部改正する第６６条第１項中において、「本

体事業所等」の略称を用いるための規定の整備であります。

第６５条は利用定員等で、新設する第１１０条第９項中において「指定居宅サービス事業等」の

略称を用いるための規定の整備であります。

第６６条は管理者で、共用型認知症対応型通所介護事業所において、人材の有効活用を図る観点

から、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することができるものとするためのもので

あります。

第７３条は運営規程で、指定認知症対応型通所介護事業者に、虐待防止等に関する担当者の設置

が義務付けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであります。

第８０条は準用で、このたびの改正に伴い、準用規定を整備するものであります。

第８２条は従業者の員数等で、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介

護事業所を併設する場合において、管理者・介護職員の兼務を可能とするためのものであります。

第８３条は管理者で、第１１１条に第２項が新設され、現在の同条第２項が第３項に繰り下げら

れることによるものであります。

第８７条は心身の状況等の把握で、指定小規模多機能型居宅介護事業者に、テレビ電話装置等を

活用してサービス担当者会議等を行うことができるようにするためのものであります。
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第１００条は運営規程で、指定小規模多機能型居宅介護事業者に、虐待防止等に関する担当者の

設置が義務付けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであります。

５頁をご覧ください。第１０１条は定員の遵守で、過疎地域等におけるサービス提供について、

指定小規模多機能型居宅介護事業者の効率的運営に必要であると町が認めた場合に、登録定員等を

超えることを可能とし、報酬減算を一定期間に限り行わないこととするためのものであります。

第１０８条は準用で、このたびの改正に伴い、準用規定を整備するものであります。

第１１０条は従業者の員数で、指定認知症対応型共同生活介護事業者における夜勤職員体制の見

直し、計画作成担当者の配置基準を緩和するためのもの、及びサテライト事業所の基準が創設され、

介護支援専門員でない認知症介護実践者研修を終了した者を計画作成担当者として配置することを

可能とするためのものであります。

第１１１条は管理者で、サテライト型事業所のグループホーム管理者と本体事業所のグループホ

ーム管理者を兼務することを可能とするためのものであります。

第１１３条は、指定認知症対応型共同生活介護事業者のユニット数の基準の変更によるものであ

ります。

第１１７条は、指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針で、指定認知症対応型共同生活介護事

業者において、身体的拘束等に係る委員会をテレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

するためのもの、及び第８項の評価内容を号建てにすることにより文言整理するものであります。

第１２１条は管理者による管理で、第１１１条第２項において、サテライト型事業所のグループ

ホーム管理者と本体事業所の管理者の兼務を可能とすることにより、矛盾が生じないよう条文を整

理するためのものであります。

第１２２条は運営規程で、指定認知症対応型共同生活介護事業者に、虐待防止等に関する担当者

の設置が義務付けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであります。

６頁をご覧ください。第１２３条は勤務体制の確保等で、指定認知症対応型共同生活介護事業者

に、認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置、及びハラスメント対策の強化に伴う必要

な措置を講ずるためのものであります。

第１２８条は準用で、このたびの改正に伴い、準用規定を整備するものであります。

第１３８条は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針で、指定地域密着型特定施設

入居者生活介護事業者に、テレビ電話装置等を活用して委員会等を行うことができるようにするた

めのものであります。

第１４５条は運営規程で、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に、虐待防止等に関す

る担当者の設置が義務付けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであります。

第１４６条は勤務体制の確保等で、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に、認知症介

護基礎研修を受講させるための必要な措置、及びハラスメント対策の強化に伴う必要な措置を講ず

るためのものであります。

第１４９条は準用で、このたびの改正に伴い、準用規定を整備するものであります。

第１５１条は従業者の員数で、指定地域密着型介護老人福祉施設における栄養士及び管理栄養士

等の配置基準について所要の規定を整備するものであります。

第１５７条は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針で、指定地域密着型

介護老人福祉施設に、テレビ電話装置等を活用して委員会等を行うことができるようにするための
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ものであります。

７頁をご覧ください。第１５８条は地域密着型施設サービス計画の作成で、地域密着型施設サー

ビス計画に関する業務を担当する介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用してサービス担当者

会議を行うことができるようにするためのものであります。

第１６３条の２は栄養管理で、指定地域密着型介護老人福祉施設に、入所者の状態に応じた栄養

管理を計画的に行うことを求めるためのものであります。

第１６３条の３は口腔衛生の管理で、指定地域密着型介護老人福祉施設に、入所者の状況に応じ

た口腔衛生の管理を計画的に行うことを求めるためのものであります。

第１６８条は運営規程で、指定地域密着型介護老人福祉施設に、虐待防止等に関する担当者の設

置が義務付けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであります。

第１６９条は勤務体制の確保等で、指定地域密着型介護老人福祉施設に、認知症介護基礎研修を

受講させるための必要な措置、及びハラスメント対策の強化に伴う必要な措置を講ずるためのもの

であります。

第１７１条は衛生管理等で、指定地域密着型介護老人福祉施設に、感染症の発生及びまん延等の

対策のため、委員会の開催、指針の整備、研修・訓練等の実施を義務付けるためのものであります。

第１７５条は、事故発生防止及び発生時の対応で、指定地域密着型介護老人福祉施設に、事故防

止の委員会にテレビ電話装置等を活用することができるものとするためのもの、及び事故防止の措

置のための担当者を置くこととするためのものであります。

第１７７条は準用で、このたびの改正に伴い、準用規定を整備するものであります。

第１８０条は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備について、ケアの質を維持し

つつ、職員定着を目指し基準を見直しするためのものであります。

８頁をご覧ください。第１８２条は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方

針で、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において、身体的拘束等の適正化のための対策

を検討する委員会にテレビ電話装置を活用して行うことができるとするものであります。

第１８６条は運営規程で、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に、虐待防止等に関する

担当者の設置が義務付けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであります。

第１８７条は勤務体制の確保等で、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に、認知症介護

基礎研修を受講させるための必要な措置、及びハラスメント対策の強化に伴う必要な措置を講ずる

ためのものであります。

第１８９条、第２０２条は準用で、このたびの改正に伴い、準用規定を整備するものであります。

第２０３条は電磁的記録等で、指定地域密着型サービス事業者が、諸記録の保存・交付等につい

て、原則として電磁的な対応を認めることとし、その範囲を明確化するためのものであります。

本法附則の病院又は診療所の病床の転換に係る経過措置は、介護保険法施行令が改正されたこと

により、いつの時点の規定であるかを明らかにするための条文の整理、及び改元に伴い「平成３６

年」を「令和６年」に改正するものであります。

次に、新旧対照表の４７頁から４９頁をご覧ください。附則として第１条は施行期日で、この条

例は、令和３年４月１日から施行する。

第２条は、虐待の防止に係る経過措置、第３条は、業務継続計画の策定等に係る経過措置、第４

条は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等における感染症の予防及びまん延防止のた
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めの措置に係る経過措置、第５条は、認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置、第６条

は、栄養管理に係る経過措置、第７条は、口腔衛生の管理に係る経過措置、第８条は、指定地域密

着型介護老人福祉施設における感染症の予防、まん延防止のための訓練に係る経過措置で、この条

例の施行の日から３年間の経過措置期間を設けるものであります。

第９条は、事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置で、施行日から起算して６か月間の

経過措置期間を設けるものであります。

第１０条は、ユニットの定員に係る経過措置で、施行日から当分の間、新条例の基準を満たすほ

か、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における介護職員並びに看護師及び准看護師の配

置の実態を勘案して職員を配置するよう務めるものとするものであります。

第１１条は、この条例の施行の際現に存する建物の居室であって、改正前の基準の要件を満たし

ているものについては、なお従前の例によるものとするものであります。

以上が、議案第３号長万部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例の一部を改正する条例の内容であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第４号 長万部町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例

○議長（辻義雄） 日程第１１、議案第４号長万部町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に

提案理由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第４号長万部町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、提

案理由と内容をご説明いたします。

提案理由につきましては、議案第３号でご説明いたしました同様の理由によりまして改正するも

のでございます。

改正の内容につきましては、議案に、新旧対照表のほかに一部改正の概要を添付しております。

こちらによりご説明させていただきます。概要には、条文等、改正内容、改正の趣旨等を記載し

ておりますが、改正の趣旨等は省略させていただきます。
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１頁をご覧ください。第３条は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則で、指定地

域密着型介護予防サービス事業者に、利用者の人権擁護、虐待防止等に関する担当者の設置を義務

付けるもの及び介護保険等の関連情報等を活用してケアの質の向上を図るためのものであります。

第８条は従業者の員数で、一部改正する第１０条第１項中において、「本体事業所等」の略称を

用いるための規定の整備であります。

第９条は利用定員で、新設する第７１条第９項中において、「指定居宅サービス事業等」の略称

を用いるための規定の整備 であります。

第１０条は管理者で、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、人材の有効活

用を図る観点から、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することができるとするため

のものであります。

第２７条は運営規程で、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に、虐待防止等に関する担当

者の設置が義務付けられたことにより、運営規程等の記載事項に追加するものであります。

第２８条は勤務体制の確保等で、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に、認知症介護基礎

研修を受講させるための必要な措置、及びハラスメント対策の強化に伴う必要な措置を講ずるため

のものであります。

第２８条の２は業務継続計画の策定等で、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に、感染症

や災害が発生した場合でも必要な業務を継続できるための計画策定や研修・訓練等の実施を義務付

けるものであります。

第３０条は非常災害対策で、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に、非常災害時のために

行う訓練に地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととするものでありま

す。

２頁をご覧ください。第３１条は衛生管理等で、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に、

感染症の発生及びまん延等の対策のため、委員会の開催、指針の整備、研修・訓練等の実施を義務

付けるためのものであります。

第３２条は掲示で、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の負担軽減の観点から、第３２条

第１項に規定する運営規程等の重要事項を記載した書面を閲覧可能な形に備え付けることで掲示に

代えることができるとするためのものであります。

第３７条の２は虐待の防止で、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に、虐待防止等に関す

る委員会の開催、指針の整備、研修の実施等を適切に実施するため、担当者の設置を義務付けるた

めのものであります。

第３９条は、地域との連携等で、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に、テレビ電話装置

等を活用して協議会等を行うことができるようにするためのものであります。

第４４条は従業者の員数等で、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設と介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所に併設する場合において、管理者・介護職員の兼務を可能とするためのもの、及

び第７１条第９項に新設する「本体事業所等」とは異なる意味の略称とするため、本項の略称規定

が同項に及ぼさないようにするためのものであります。

第４５条は管理者で、第７２条に第２項が新設され、現在の同条第２項が第３項に繰り下げられ

ることによるものであります。

第４９条は心身の状況等の把握で、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に、テレビ電話
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装置等を活用してサービス担当者会議等を行うことができるようにするためのものであります。

第５７条は運営規程で、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に、虐待防止等に関する担

当者の設置が義務付けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであります。

３頁をご覧ください。５８条は定員の遵守で、過疎地域等におけるサービス提供について、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に効率的運営に必要であると町が認めた場合に、登録定員

を超えることを可能とし、報酬減算を一定の期間に限り行わないこととするためのものであります。

第６５条は準用で、このたびの改正に伴い、準用規定を整備するものであります。

第７１条は従業者の員数で、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者における夜間勤務体

制の見直し、計画作成担当者の配置基準を緩和するためのもの、及びサテライト事業所の基準が創

設された介護支援専門員でない認知症介護実践者研修を終了した者を計画策定担当者として配置す

ることを可能とするためのものであります。

第７２条は管理者で、サテライト型事業所のグループホーム管理者と本体事業所のグループホー

ム管理者を兼務することを可能にするためものであります。

第７４条は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所のユニット数を弾力化するとともに、

サテライト型事業所の基準を創設するものであります。

第７８条は身体的拘束等の禁止で、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に、身体的拘

束等の適正化のための対策を検討する委員会にテレビ電話装置等を活用することができるようにす

るためのものであります。

第７９条は管理者による管理で、第７２条において、サテライト型事業所のグループホーム管理

者と本体事業所の管理者の兼務を可能とすることにより、矛盾が生じないよう条文を整理するもの

であります。

第８０条は運営規程で、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に、虐待防止等に関する

担当者の設置が義務付けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであります。

４頁をご覧ください。第８１条は勤務体制の確保等で、指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者に、認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置、及びハラスメント対策の強化に伴

う必要な措置を講ずるためのものであります。

第８６条は準用で、このたびの改正に伴い、準用規定を整備するものであります。

第８７条は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針で、指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者の評価方法について、既存の外部評価のほか、公正・中立な立場にある第

三者が出席する運営推進会議の評価を受ける仕組みを制度的に位置づけるためのものであります。

第９１条は電磁的記録等で、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、諸記録の保存・交付等

について、原則として電磁的な対応を認めることとし、その範囲を明確化するためのものでありま

す。

新旧対照表の１９頁から２０頁をご覧ください。附則として第１条は施行期日で、この条例は、

令和３年４月１日から施行する。

第２条は、虐待防止に係る経過措置、第３条は、業務継続計画の策定等に係る経過措置、第４条

は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等における感染症の予防及びまん延防止のため

の措置に係る経過措置で、この条例の施行の日から３年間の経過措置期間を設けるものであります。

以上が、議案第４号長万部町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基
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準等に関する条例の一部を改正する条例の内容であります。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

１５分ほど休憩いたします。２時１５分まで。

１４時００分 休憩

１４時１５分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第５号 長万部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例

○議長（辻義雄） 日程第１２、議案第５号長万部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求

めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第５号長万部町指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容をご説

明いたします。

提案理由につきましては、議案第３号でご説明した同様の理由により改正するものでございます。

改正の内容につきましては、議案に、新旧対照表のほかに一部改正の概要を添付しております。

こちらによりご説明させていただきます。概要には、条文等、改正内容、改正の趣旨等を記載し

ておりますが、改正の趣旨等は省略させていただきます。

１頁をご覧ください。第３条は指定居宅介護支援事業者に、利用者の人権擁護、虐待防止等に関

する担当者の設置を義務付けるもの、及び介護保険等の関連情報等を活用してケアの質の向上を図

るたためのものであります。

第５条は管理者で、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場

合、介護支援専門員を管理者とすることを可能とするためのものであります。

第６条は、内容及び手続の説明及び同意で、指定居宅介護支援事業者が、サービス提供開始にお

いて利用者等に説明するサービスの内容、手続きについての新たな説明事項を追加するものであり

ます。

第１５条は、指定居宅介護支援の具体的取扱方針で、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員
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が行うサービス担当者会議において、テレビ電話装置等を活用して行うことができるようにするた

めのもの、及び居宅サービス計画に位置付けられたサービス費の総額が、法に規定する支給限度基

準額に占める割合及び町が定める基準に該当する場合の、ケアプランの点検・検証の仕組みを新た

に導入するためのものであります。

第２０条は運営規程で、指定居宅介護支援事業者に、虐待防止等に関する担当者の設置が義務付

けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであります。

第２１条は勤務体制の確保で、指定居宅介護支援事業所において、ハラスメント対策の強化のた

めの措置を求めるためのものであります。

第２１条の２は、業務継続計画の策定等で、指定居宅介護支援事業者に、感染症や災害が発生し

た場合でも必要な業務を継続できるための計画策定や研修・訓練等の実施を義務付けるためのもの

であります。

２頁をご覧ください。第２３条の２は、感染症の予防及びまん延の防止のための措置で、指定居

宅介護支援事業者に、感染症の発生及びまん延等の対策のため、委員会の開催、指針の整備、研修

・訓練等の実施を義務付けるためのものであります。

第２４条は掲示で、指定居宅介護支援事業者の負担軽減の観点から、第２４条第１項に規定する

運営規程等の重要事項に記載した書面を閲覧可能な形に備え付けることで掲示に代えることができ

るとするためのものであります。

第２９条の２は、虐待の防止で、指定居宅介護支援事業者に、虐待防止等に関する委員会の開催、

指針の整備、研修の実施等を適切に実施するため、担当者の設置を義務付けるためのものでありま

す。

第３３条は電磁的記録等で、指定居宅介護支援事業者が、諸記録の保存・交付等について、原則

として電磁的な対応を認めることとし、その範囲を明確化するためのものであります。

本則附則は経過措置で、改元に伴い「平成３６年」を「令和６年」に改めるもの、及び第５条第

２項の一部改正に伴い管理者に関する経過措置について所要の規定を整備するものであります。

新旧対照表の８頁から９頁をご覧ください。附則として、第１条は施行期日で、この条例は、令

和３年４月１日から施行する。ただし、第１５条第３０号に次に１号を加える改正規定は、令和３

年１０月１日、附則第２項の改正規定及び附則第２項の次に１項を加える改正規定は、公布の日か

ら施行するというものであります。

第２条は、虐待防止に係る経過措置、第３条は、業務継続計画の策定等に係る経過措置、第４条

は、指定巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等における感染症の予防、まん延の防止のための措

置に係る経過措置で、この条例の施行の日から３年間の経過措置期間を設けるものであります。

以上が、議案第５号長万部町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の

一部を改正する条例の内容であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。
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これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第６号 長万部町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例

○議長（辻義雄） 日程第１３、議案第６号長万部町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求

めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第６号長万部町指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容をご説

明いたします。

提案理由につきましては、議案第３号でご説明した同様の理由により改正するものであります。

改正の内容につきましては、議案に、新旧対照表のほかに一部改正の概要を添付してございます。

こちらによりご説明させていただきます。概要には、条文等、改正内容、改正の趣旨等を記載し

ておりますが、改正の趣旨等は省略させていただきます。

１頁をご覧ください。第３条は指定介護予防支援事業者に、利用者の人権擁護、虐待防止等に関

する担当者の設置を義務付けるもの、及び介護保険等の関連情報等を活用してケアの質の向上を図

るためのものであります。

第１９条は運営規程で、表現の変更に伴う文言修正、及び指定介護予防支援事業者に、虐待防止

等に関する担当者の設置が義務付けられたことにより、運営規程の記載事項に追加するものであり

ます。

第２０条は勤務体制の確保で、見出しの文言修正、及び指定介護予防支援事業所において、ハラ

スメント対策の強化のための措置を求めるためのものであります。

第２１条の２は業務継続計画の策定等で、指定介護予防支援事業者に、感染症や災害が発生した

場合でも必要な業務を継続できるための計画策定や研修・訓練等の実施を義務付けるためのもので

あります。

第２２条の２は、感染症の予防及びまん延防止のための措置で、指定介護予防支援事業者に、感

染症の発生及びまん延等の対策のため、委員会の開催、指針の整備、研修・訓練等の実施を義務付

けるためのものであります。

第２３条は掲示で、指定介護予防支援事業者の負担軽減の観点から、第２４条第１項に規定する

運営規程等の重要事項を記載した書面を閲覧可能な形に備え付けることで掲示に代えることができ

るとするためのものであります。

第２８条の２は虐待の防止で、指定介護予防支援事業者に、虐待防止等に関する委員会の開催、

指針の整備、研修の実施等を適切に実施するため、担当者の設置を義務付けるためのものでありま

す。
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２頁をご覧ください。第３２条は、指定介護予防支援の具体的取扱方針で、表現の不整合解消の

ための文言整理、及び指定介護予防支援事業所の介護支援専門員が行うサービス担当者会議におい

て、テレビ電話装置等を活用して行うことができるようにするためのものであります。

第３５条は電磁的記録等で、指定介護予防支援事業者が諸記録の保存・交付等について、原則と

して電磁的な対応を認めることとし、その範囲を明確化にするためのものであります。

新旧対照表の６頁から７頁をご覧ください。附則として、第１条は施行期日で、この条例は令和

３年４月１日から施行する。

第２条は、虐待防止に係る経過措置、第３条は、業務継続計画の策定等に係る経過措置、第４条

は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等における感染症の予防及びまん延防止のため

の措置に係る経過措置で、この条例の施行の日から３年間の経過措置期間を設けるものであります。

以上が、議案第６号長万部町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の

一部を改正する条例の内容であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第７号 第４次長万部町まちづくり総合計画の策定について

○議長（辻義雄） 日程第１４、議案第７号第４次長万部町まちづくり総合計画の策定についての

件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

加藤まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（加藤慶一） ただいま上程されました、議案第７号第４次長万部町まちづ

くり総合計画の策定につきましてご説明いたします。

このまちづくり総合計画の基本構想につきましては、平成２３年度（２０１１年度）の地方自治

法改正により、地方自治体の策定義務がなくなっておりましたが、昨年の１２月定例会において、

総合計画が本町における最上位計画である重要性を踏まえ、条例を根拠にした基本構想を策定する

ための議決条例を制定させていただきましたので、その「長万部町まちづくり総合計画の策定に関

する条例」第５条第１項の規定により議会の議決をお願いするものであります。

本計画策定にあたりましては、第３次総合計画についての振り返りや取組上の課題と今後の方向

性などについて、担当課においてまとめたものを元に、令和元年１１月から町内各層により構成さ

れる「長万部まちづくり推進会議」におきまして、過去８回の協議会を開催するとともに、「長万

部まちづくり推進庁内プロジェクトチーム会議」を並行して５回開催し、３回にわたり実施した若
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手職員によるワークショップや町民アンケートの実施によるご意見ご提言を頂きながら鋭意協議を

進めてまいりました。

本計画の議決を要するものは基本構想であります。基本計画の概要は、具体的な行政運営計画と

しての参考資料として添付したものでありますので、後ほどお目通しをお願いいたします。

それでは、基本構想の概要をご説明いたします。議案の基本構想の目次をご覧ください。基本構

想は序論と基本構想で構成されており、特にまちづくりの目指す姿について述べております。

１頁をご覧ください。こちらは第１編、序論のうちの第１章計画の目的、第２章計画の役割であ

り、総合計画がまちづくりの計画として最上位に位置し、総合的・計画的なまちづくりを進めるた

めの町政の基本的指針とする内容となっております。

２頁をご覧ください。こちらは第３章計画の構成と期間であります。第４次長万部町まちづくり

総合計画は、「基本構想」・「基本計画」・「実施計画」で構成されております。

①の「基本構想」は１０年後の長万部町のあるべき姿としての将来像と、それを実現するための

まちづくりの基本目標と基本的な政策の方向性、さらには施策の大綱を示すもので、基本計画や実

施計画の基礎となるものであり、計画期間は、令和３年度（２０２１年度）から令和１２年度（２

０３０年度）までの１０年間とするものであります。また、この「基本構想」につきましては、さ

きほどご説明したとおり、「長万部町まちづくり総合計画の策定に関する条例」第５条第１項の規

定により、議決をいただくものとして提案するものであります。

②の「基本計画」は、「基本構想」に基づき、具体的な施策展開の方向と達成すべき施策目標を

定めたものであり、必要に応じて見直しを図ることとしております。

③の「実施計画」は、３年間ごとに実施する具体的な事業内容を定めたもので、ローリング方式

により毎年度見直しを図るものであります。

３頁をご覧ください。こちらは第４章計画の位置づけで、総合計画のうち基本計画と実施計画に

ついては、前期５年、後期５年に分け、前期は「第２期長万部町創生総合戦略」と「長万部町国土

強靱化地域計画」の一部と連動するとともに、「長万部町男女共同参画計画」としての役割も併せ

持つものとなっております。

４頁から６頁をご覧ください。これらは第５章時代の潮流と長万部町への影響で、①少子高齢化

と人口減少の進行、②安全・安心の社会形成、③グローバル化の進展、④高度情報化の進展、⑤厳

しい行財政運営についてのご覧の記述となっております。

続きまして７頁から９頁にかけては、第６章長万部町の現況で、（１）位置・交通網、（２）自然

条件、（３）人口動向、（４）年齢階層別人口、（５）産業別人口、（６）産業構造・動向などについ

てのご覧の記載でございます。

次に１０頁から１１頁をご覧ください。こちらは第７章まちづくりに対する町民の意向で、（１）

町民のまちづくりへの評価と今後の期待で、町民のまちづくりへの評価と今後の期待などを把握す

るためのアンケートを実施し、それらの内容を整理したものであります。アンケート結果に基づい

た本計画への反映につきましては、１１頁の③まとめに記載しておりますが、これらの分野に関連

する施策を計画内に位置づけをしていくこととしております。

続きまして、１２頁から１５頁にかけてをご覧ください。こちらは、（２）職員ワークショップ

での提言で、３回にわたり実施いたしました若手町職員によるワークショップの内容をまとめたも

のでございます。これらワークショップでの意見は、１４頁から１５頁にかけての④まとめに記載
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のとおり、これらの分野に関連する施策を計画内に位置づけをしていくこととしております。

１６頁をご覧ください。ここからは第２編基本構想のうちの、第１章構想期間と長万部町の将来

像で、（２）の長万部町の将来像としてのキャッチフレーズが、まちづくり推進会議の中で各委員

から候補案を出していただき、「ひらけ！つながれ！おしゃまんべ！！」サブタイトルが、「みんな

で楽しい未来へ」で決定いたしております。

次に１７頁から１９頁にかけてをご覧ください。こちらは、第２章まちづくりの基本目標で、将

来像の実現に向けて、ご覧の新たなまちづくりの６つの基本目標を設定しております。

２０頁をご覧ください。本計画では、２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際指

標であるＳＤＧｓの１７のゴール分野を各政策項目と施策項目の後ろに、それぞれに関連する分野

番号を示しております。

また、基本構想は、基本目標に基づいた基本方向を政策項目ごとに施策項目をぶらさげる形で整

理しておりますが、政策項目や施策項目の行末に、黒星印が付いているものは、第２期長万部町創

生総合戦略にも掲載されている項目となっております。

２１頁から２２頁をご覧ください。こちらは「基本目標１、豊かで快適な環境と美しい景観のま

ちづくり」で、政策項目の（１）美しい自然環境の保全と利活用では、施策項目が「豊かな自然環

境の保全・再生」、「公園・緑地の整備」、「景観の保全・創造」の３項目。政策項目の（２）居住環

境の充実では、施策項目が「快適な住宅・宅地の整備促進」、「上下水道・ガス供給基盤の維持」の

２項目。政策項目の（３）新幹線の開業を見据えた移住・定住の促進では、施策項目が「移住者を

想定したゆとりある宅地の整備促進」、「移住促進策の推進」、「多様な働き方を想定したオフィス等

の誘致」の３項目。政策項目の（４）環境衛生の推進では、施策項目が「廃棄物の減量化・資源化

や処分体制の充実」、「合併浄化槽の設置促進」、「火葬場・墓地の維持管理」の３項目となっており

ます。

次に２３頁から２４頁をご覧ください。こちらは、「基本目標２、男女が共に支え合う健やかな

地域社会づくり」で、政策項目の（１）男女共同参画の推進では、施策項目が「まちづくり推進組

織等における女性の参画促進」、「就労・雇用環境における男女平等の推進」の２項目。政策項目の

（２）子育て支援体制の充実では、施策項目が「子育て支援センターを核とした各種相談実施や子

育てサークル支援」、「若い世代が安心して子育てできる支援環境の形成」、「ひとり親家庭への支援

の充実」の３項目。政策項目の（３）健康づくりの推進では、施策項目が「健康づくり活動、保健

事業の充実」、「介護予防事業の推進」の２項目。政策項目の（４）福祉社会の推進では、施策項目

が「地域福祉体制の確立」、「高齢者福祉の充実」、「障がい者福祉の充実」の３項目。政策項目の（５）

温かな地域社会の形成では、施策項目が「安定した地域社会づくりの支援」の１項目となっており

ます。

次に２５頁から２６頁をご覧ください。こちらは、「基本目標３、地域の未来を創造する人づく

り文化づくり」で、政策項目の（１）生涯学習の推進では、施策項目が「少年教育の推進」、「成人

教育の推進」、「高齢者教育の推進」の３項目。政策項目の（２）家庭・学校教育の充実では、施策

項目が「学校教育の充実」、「長万部高校への支援」、「東京理科大学との連携」の３項目。政策項目

の（３）地域文化の育成では、施策項目が「文化芸術の振興」、「図書館活動の充実」、「郷土文化・

歴史の継承」、「スポーツ活動の振興」、「アイヌ文化の保全・継承・活用」の５項目となっておりま

す。
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次に２７頁から２８頁をご覧ください。こちらは「基本目標４、世界とつながり躍動する地域産

業づくり」で、政策項目の（１）新時代の市場環境に適応した力強い農林水産業の確立では、施策

項目が「生産性が高く、魅力ある就農環境の形成」、「森林資源の保全と活用」、「ホタテを中心とし

たつくり・育てる漁業の基盤づくり」の３項目。政策項目の（２）新幹線開業に備えた産業基盤の

確立では、施策項目が「賑わいを創る商工業の振興」、「雇用環境の充実・整備」の２項目。政策項

目の（３）地域の雇用創造を促進する交流人口の拡大では、施策項目が「多様な交流人口を受け入

れる基盤づくり」、「長万部温泉街の魅力創出」、「ブランドイメージ向上等に向けたＰＲ活動の推進」、

「イベントの充実強化」の４項目となっております。

次に２９頁から３０頁をご覧ください。こちらは「基本目標５、安心・安全で暮らしやすいまち

づくり」で、政策項目の（１）生活基盤の整備では、施策項目が「新幹線開業を見据えた戦略的な

土地利用の検討」、「災害リスクを踏まえた高齢者や障がい者にやさしいまちづくりの推進」の２項

目。政策項目の（２）交通ネットワーク及び生活交通の維持・確保では、施策項目が「道路整備の

推進」、「地域公共交通の充実」の２項目。政策項目の（３）安心して暮らせる地域づくりでは、施

策項目が「地域防災体制の充実」、「河川維持・改修等治水対策の充実」、「地域医療の充実」、「消防

救急体制の充実」、「交通安全・生活安全対策・防犯対策の充実」、「安全な消費生活の確保」の６項

目となっております。

次に３１頁から３２頁をご覧ください。こちらは、「基本目標６、手を取り合って未来を拓くま

ちづくり」で、政策項目の（１）町民全体のまちづくり活動の推進では、施策項目が「地域コミュ

ニティ活動の支援」、「町民参加のまちづくりの推進」の２項目。政策項目の（２）行財政改革の推

進では、施策項目が「行財政システムにおける情報通信基盤の整備促進」、「多様化・専門化するニ

ーズに対応した行政職員の育成」、「行財政改革の推進」の３項目。政策項目の（３）多様な「縁」

を基盤にした関係人口の拡大では、施策項目が「東京理科大学の知的資源を活かしたまちづくり」、

「地域の将来を支える人材確保に向けた小・中・高生のふるさと教育の推進・支援」、「国際交流の

推進」の３項目。政策項目の（４）近隣市町村との連携・交流では、施策項目が「新幹線開業を見

据えた広域的な観光や二次交通施策の検討」、「広域的な枠組みによる効率的な行政運営の推進」、「近

隣市町村との官民を含めた交流の推進」の３項目となっております。

続きまして３３頁は第４章人口指標で、令和元年度に策定した第２期長万部町創生総合戦略の長

万部町人口ビジョンからの引用した将来人口予測でありますが、国立社会保障・人口問題研究所推

計や過去の人口減少率から試算すると、推計人口は、本計画の目標年次である令和１２年（２０３

０年）に４,１０３人という推計結果となっております。

３４頁から３５頁をご覧ください。第５章の土地利用をめざす方向であります。こちらは、長万

部都市計画マスタープランの内容に沿ったものとなっております。（１）の土地利用のめざす姿で

は、土地は限られた貴重な資源であるとともに、現在および将来にわたる町民の生活や産業活動の

基盤であり、持続的な発展に向け、自然環境の保全に配慮しながら計画的に利用することが必要で

あると整理しております。（２）土地利用の基本方針では、①持続可能な適正規模の市街地の形成

から、⑥の森林地域・その他までを記載いたしております。土地利用につきましては、国土利用計

画法、都市計画法、農地法、森林法などの関係法規を運用しながら、適切な土地利用に努めるとと

もに、北海道新幹線開業後の移住定住戦略としての戦略的土地利用ゾーンの検討をしていくことと

しております。
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以上が、第４次長万部町まちづくり総合計画の議決事項となる基本構想案であります。よろしく

ご審議のほどお願いいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第８号 令和２年度長万部町一般会計補正予算（第１７号）

○議長（辻義雄） 日程第１５、議案第８号令和２年度長万部町一般会計補正予算（第１７号）の

件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

本前総務課長。

○総務課長（本前武広） ただいま上程されました、議案第８号令和２年度長万部町一般会計補正

予算（第１７号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正の主なものは、各種事務事業等の終了や、新型コロナウイルス感染症の影響による事

務事業の中止、縮小、その他、物件費等の不用額、歳入を精査し、生じた財源を後年度以降の財源

とするため財政調整基金からの繰入金を減額するもので、歳入歳出から１億５,１６４万９,０００

円を減額し、補正後の予算総額を６５億７,２１０万８,０００円とするものであります。

内容は、補正予算書に添付しております概要により、歳出からご説明いたします。

議会費は３１３万２,０００円の減額で、旅費および需用費の執行残を整理いたしました。

総務費は２,４６２万円の追加であります。一般管理費は７３０万９,０００円の減額で、給料が

４１万１,０００円の減額、職員手当等が５０万５,０００円の減額、共済費が２０５万９,０００

円の減額で、職員の短時間勤務に伴う給料の減額や、支給率の変更に伴う期末・勤勉手当の減額分

を計上いたしました。以下、他の科目における人件費についても、同様の理由により整理いたしま

した。旅費１６５万１,０００円の減額から、負担金・補助及び交付金２６万７,０００円の減額ま

では、それぞれ執行残の整理であります。

積立金は６万６,０００円の減額で、各基金の利息を整理いたしました。

文書広報費１０万円の減額は需用費で、広報の印刷費の整理であります。

財産管理費は９５万６,０００円の減額で、委託料、工事請負費の執行残を整理いたしました。

企画費は４,３１４万３,０００円の追加であります。報酬３１８万５,０００円の減額は、まち

づくり推進会議委員および地域おこし協力隊に係るもの。報償費８０４万５,０００円の減額は、

まちづくり基金寄附者贈呈品等に係るもの。旅費および需用費は、それぞれ執行残を整理いたしま

した。役務費３２３万２,０００円の減額、委託料１８１万５,０００円の減額は、ふるさと納税お
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よび日本ハムファイターズ応援大使事業に係る執行残の整理であります。使用料及び賃借料は１４

６万６,０００円の減額で、地域おこし協力隊に係る家屋借上料やブース使用料のほか、理科大ホ

ームカミングデーの中止に伴う調理器具借上料等を整理いたしました。工事請負費１７万９,００

０円の減額は、空き店舗改装工事に係る執行残の整理であります。負担金・補助及び交付金は３５

０万８,０００円の減額で、移住支援事業補助金等を整理いたしました。積立金は６,７３４万７,

０００円の追加で、内訳は、北海道新幹線建設関連補償事業基金積立が６,７３７万円の追加、そ

の他、各基金の利息を整理いたしました。

歳入では、１５道支出金、総務費道補助金、ＵＩＪターン新規就業支援事業で７５万円の減額、

１７寄附金、まちづくり寄附金で２,４００万円の減額、１８繰入金、生活交通確保対策基金繰入

金で１３万円の減額、１９諸収入、雑入、新幹線建設関連補償金で６,７５６万１,０００円の追加

であります。

交通安全対策費は２８万８,０００円の減額で、交通安全推進員の報酬および修理費の執行残を

整理いたしました。

ガス・温泉管理費は１４０万円の減額で、需用費、役務費の執行残を整理いたしました。

防災防犯諸費は６０８万３,０００円の減額であります。報酬８万円の減額は、各種協議会の開

催案件がなかったことによるもの。需用費９９万円の減額は物件費等、委託料３８５万円の減額は

洪水ハザードマップ作成に係るもの、備品購入費２９万９,０００円の減額は防災備蓄品に係る執

行残の整理であります。負担金・補助及び交付金８６万４,０００円の減額は、街路灯電気料補助

を整理いたしました。

歳入では、１５道支出金、総務費道補助金、災害時備蓄品整備事業で５０万円の減額であります。

賦課徴収費は３７万円の減額で、需用費、役務費、負担金・補助及び交付金の執行残の整理であ

ります。

戸籍住民基本台帳費７６万円の減額は委託料で、個人番号カード等業務委託を整理いたしました。

歳入では、１４国庫支出金、総務費国庫補助金、個人番号カード交付事業で７５万５,０００円

の減額であります。

２頁をご覧ください。選挙管理委員会費は２４万４,０００円の減額で、普通旅費および開票集

計用パソコンなどの備品購入費の執行残を整理いたしました。

統計調査総務費は６１万３,０００円の減額で、各種統計調査員の報酬および消耗品費を整理い

たしました。

歳入では１５道支出金、総務費道委託金、統計で３０万１,０００円の減額であります。

監査委員費は４０万円の減額で、普通旅費および会議負担金を整理いたしました。

民生費は３,２１５万８,０００円の減額であります。社会福祉総務費は１,０６４万９,０００円

の減額で、給料３９万３,０００円の減額、職員手当等５万７,０００円の減額、共済費１５万７,

０００円の減額は人件費の整理。旅費２８万円の減額は、会議の中止等に伴う執行残を整理いたし

ました。負担金・補助及び交付金５８７万円の減額は、内訳が、ふれあい広場事業補助が７万円の

減額、多子世帯保育料等軽減補助が１３０万円の減額、認定こども園整備事業補助が４５０万円の

減額であります。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫補助金、認定こども園整備事業で６,９３２万５,０００

円の減額、１５道支出金、民生費道補助金、認定こども園整備事業で６,５９５万１,０００円の追
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加、２０町債、民生債、子育て支援対策事業債で１５０万円の減額、認定こども園整備債で１３０

万円の減額であります。

繰出金３８９万２,０００円の減額は、国民健康保険特別会計繰出金で、基盤安定負担金・国保

財政安定化支援事業に係る人件費・物件費の精算分を整理いたしました。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫負担金、国民健康保険税軽減費で４３万９,０００円の

減額、１５道支出金、民生費道負担金、国民健康保険税軽減費で２１万６,０００円の追加であり

ます。

福祉センター費は８５万７,０００円の減額で、燃料費などのほか、特殊建築物定期調査委託、

備品購入費の執行残を整理いたしました。

老人福祉総務費は２１０万２,０００円の減額であります。需用費６万円の減額から、扶助費２

８万円の減額までは、事業費確定などによる執行残。積立金３,０００円の減額は、地域福祉基金

に係る利息を整理いたしました。

老人福祉費２７５万２,０００円の追加は、介護保険特別会計繰出金で、低所得者保険料軽減繰

入金等の確定によるものであります。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫負担金、低所得者保険料軽減負担金で２９８万２,００

０円の追加、１５道支出金、民生費道負担金、低所得者保険料軽減負担金で１４３万４,０００円

の追加であります。

地域会館等管理費は２１４万６,０００円の減額であります。需用費４３万円の減額は、物件費

の執行残の整理、委託料１１６万６,０００円の減額は、中規模集会施設建設基本実施設計業務委

託に係るもの、工事請負費５５万円の減額は、双葉振興会館修繕工事に係る執行残を整理いたしま

した。

心身障害者特別対策費は４１４万４,０００円の追加であります。委託料５５万円の減額は、地

域生活支援事業等に係るもの、負担金・補助及び交付金３０万６,０００円の減額は、成年後見人

報酬負担金等に係るもの、扶助費５００万円の追加は、介護・訓練等給付費の増などによるもので

あります。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫負担金、自立支援給付が２５０万円の追加、１４道支出

金、民生費道負担金、自立支援給付で１２５万円の追加であります。

後期高齢者医療費１６８万１,０００円の減額は、後期高齢者医療特別会計繰出金で、前年度精

算分を整理いたしました。

歳入では、１５道支出金、民生費道負担金、後期高齢者医療保険料軽減費で６０万１,０００円

の減額であります。

老人福祉センター施設費は６２万７,０００円の減額で、需用費、委託料の執行残を整理いたし

ました。

特別定額給付費は４５６万６,０００円の減額で、事業の清算に伴い、職員手当等から負担金・

補助及び交付金までの６項目について、執行残を整理いたしました。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫補助金、特別定額給付金給付事業で４４６万円の減額で

あります。

児童福祉総務費６万５,０００円の追加は、償還金・利子及び割引料で、前年度精算による未熟

児医療費交付金返還金であります。
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児童措置費は、１,５７３万６,０００円の減額であります。報酬５７５万円の減額は、保育士お

よび調理員の採用人数の減によるもの。職員手当等２０５万円の減額は、内訳が、保育士および調

理員の採用人数の減に伴う期末手当が１７５万円の減額、幼児教育・保育の無償化に伴う時間外勤

務手当が３０万円の減額であります。旅費から扶助費までは、それぞれ執行残を整理いたしました。

歳入では、１２分担金及び負担金、民生費分担金、保育所分担金で２０７万円の追加、１４国庫

支出金、民生費国庫負担金、児童手当で３７４万５,０００円の減額、子どものための教育保育給

付費で２９万３,０００円の減額、１５道支出金、民生費道負担金、児童手当で８８万２,０００円

の減額、民生費道補助金、多子世帯保育料軽減事業で１４万１,０００円の減額であります。

３頁をご覧ください。子育て世帯臨時特別給付費は７５万５,０００円の減額で、事業の精算に

伴い、職員手当等から委託料までの３項目について、執行残を整理いたしました。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫補助金、子育て世帯臨時特別給付金給付事業で７５万５,

０００円の減額であります。

衛生費は７２１万６,０００円の追加であります。保健衛生総務費は８１万１,０００円の減額で、

人件費を整理いたしました。予防費は５７４万円の減額で、報酬１８２万１,０００円の追加は、

内訳が、新型コロナウイルスワクチン接種に係る一般事務員が１９０万６,０００円の追加、健康

づくり推進協議会委員が８万５,０００円の減額であります。報償費７万円の減額、旅費１０万円

の減額、需用費１２９万１,０００円の減額は、執行残を整理いたしました。役務費７万２,０００

円の追加は通信費で、新型コロナウイルスワクチン接種に係る電話料。委託料６２７万５,０００

円の減額は各種健診の執行残。使用料及び賃借料２８万６,０００円の追加は、新型コロナウイル

スワクチン接種に係る送迎バスの借上料を計上いたしました。扶助費１８万３,０００円の減額は、

各種予防接種等の執行残であります。

歳入では、１４国庫支出金、衛生費国庫負担金、緊急風しん抗体検査等事業で２１万円の追加、

衛生費国庫補助金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業で２２６万４,０００円の追加、

１５道支出金、衛生費道補助金、地域自殺対策強化事業で８３万３,０００円を計上いたしました。

環境衛生費は２２４万１,０００円の減額で、報酬、需用費、負担金・補助及び交付金の執行残

を整理いたしました。

歳入では、１４国庫支出金、衛生費国庫補助金、合併浄化槽整備で４１万１,０００円の減額で

あります。

公害対策費は１７万９,０００円の減額で、水質検査委託等の執行残であります。清掃総務費、

負担金・補助及び交付金は４１０万４,０００円の減額で、渡島廃棄物処理広域連合負担金の確定

によるものであります。

ごみ処理費は４５１万円の減額であります。報酬９万１,０００円の減額は、廃棄物減量等推進

審議会の開催回数の減によるもの、その他、需用費、委託料、工事請負費について執行残を整理い

たしました。

歳入では、１５道補助金、衛生費道補助金、海岸漂着物対策事業で２８３万６,０００円の減額

であります。

し尿処理費は３８２万８,０００円の減額で、汚水処理施設維持管理負担金の確定によるもので

あります。し尿処理施設解体整理費は１,６３７万１,０００円の減額で、それぞれ執行残を整理い

たしました。
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歳入では、１４国庫支出金、衛生費国庫補助金、し尿処理施設解体事業で１８５万円の減額、１

８繰入金、し尿処理施設解体基金繰入金で１８５万円の減額、１９諸収入、雑入、山越郡衛生処理

組合繰越金で１５９万７,０００円の追加、し尿処理施設解体整理事業で１,０９５万円の減額であ

ります。

病院事業費、繰出金４,５００万円の追加は、病院事業会計繰出金で、収支不足分であります。

農林水産業費は２,０６５万８,０００円の減額であります。農業委員会費は２２万２,０００円

の減額で、報酬および旅費の執行残の整理であります。

歳入では、１５道支出金、農林水産業費道補助金、農業委員会で３７万２,０００円を計上いた

しました。

農業総務費は５２万８,０００円の減額で、それぞれ執行残を整理いたしました。

歳入では、１９諸収入、雑入、農地中間管理事業で１４万６,０００円の減額であります。

農業振興費は６２万円の減額で、多面的機能支払交付金事業補助金の減額であります。

歳入では、１５道支出金、農林水産業費道補助金、多面的機能支払交付金事業で４７万円を減額

いたしました。

畜産振興費は４万円の減額で、家畜共進会の中止に伴う執行残であります。

農地費は２１９万９,０００円の減額であります。需用費４万７,０００円の減額は車修理費、工

事請負費９０万５,０００円の減額は蕨岱営農用水施設修繕・改修工事の執行残、負担金・補助及

び交付金は１２４万７,０００円の減額で、事業費の確定に伴い長万部中部地区道営草地整備事業

負担金を整理いたしました。

歳入では、１２分担金及び負担金、農林水産業分担金、道営草地整備事業分担金で２０３万５,

０００円の減額、１５道支出金、農林水産業費道補助金、道営草地整備事業で１９万円の減額であ

ります。

林業振興費は１,４１９万２,０００円の減額であります。報償費５万円の減額から、負担金・補

助及び交付金６１万５,０００円の減額までの７項目について、事業費確定による執行残を整理い

たしました。

歳入では、１５道支出金、農林水産業費道補助金、森林病害虫等防除事業で１万９,０００円の

減額、林業振興事業で２６５万３,０００円の減額、合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促

進対策事業で３３５万５,０００円の減額、１８繰入金、森林環境譲与税基金繰入金で１２０万８,

０００円の減額であります。

水産基盤整備費は５３５万７,０００円の減額であります。旅費１０万円の減額は普通旅費、負

担金・補助及び交付金５２５万７,０００円の減額は、水産基盤整備事業地元負担金の確定による

ものであります。水産物流通加工基盤強化対策費は２５０万円の追加で、ホタテウロ処理に係る水

産廃棄物リサイクル施設維持管理運営委託料の追加であります。

４頁をご覧ください。商工費は１,０３８万１,０００円の減額であります。商工振興費は８７０

万３,０００円の減額で、おしゃまんべ毛がにまつり事業補助等について、事業確定に伴い執行残

を整理をいたしました。

観光費は１０４万円の減額であります。旅費１８万円の減額、使用料及び賃借料３０万円の減額

は、観光ＰＲ事業中止に伴う執行残の整理、負担金・補助及び交付金５６万円の減額は、長万部温

泉井維持管理事業補助に係る執行残の整理であります。多目的活動センター施設費は６３万８,０
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００円の減額で、需用費、委託料の執行残を整理いたしました。

土木費は７,４１３万５,０００円の減額であります。土木総務費は８万５,０００円の減額で、

会計年度任用職員に係る費用弁償及び委託料の執行残を整理いたしました。大型乗用車両等管理費

は３３５万５,０００円の減額で、燃料費および中型バス購入に係る執行残の整理であります。道

路橋梁総務費は２９万１,０００円の減額で、地図訂正、地積更正委託等の執行残を整理いたしま

した。道路橋梁維持費は７９万５,０００円の減額で、道路維持作業車購入に係る執行残の整理で

あります。道路新設改良費は１８万７,０００円の減額で、普通旅費の執行残の整理であります。

都市計画総務費は３９万円の減額であります。都市計画審議会委員の費用弁償および新幹線駅・

新設駅前広場基本設計外調査委託等に係る執行残を整理いたしました。

歳入では、１４国庫支出金、土木費国庫補助金、地域公共交通確保維持改善事業で５万円の減額、

集約都市形成支援事業で５万５,０００円の減額であります。

公共下水道費、繰出金は３,９２６万円の減額で、公共下水道事業特別会計繰出金であります。

公園費は５５８万５,０００円の減額であります。報酬は２３７万４,０００円の減額で、公園作

業員が募集定員に達しなかったこと等によるもの。需用費から備品購入費までの６項目は、それぞ

れ入札や見積合わせによる減額のほか、物件費に係る執行残を整理いたしました。

住宅管理費は１９４万５,０００円の減額で、入札による不用額のほか、物件費等に係る執行残

を整理いたしました。

住宅建設費は２,２２４万２,０００円の減額であります。委託料４１４万７,０００円の減額は、

工事設計業務委託に係るもの、工事請負費１,８０９万５,０００円の減額は、南部団地仮移転住宅

修理工事に係る執行残を整理いたしました。

消防費は２１９万２,０００円の減額であります。常備消防費は１００万２,０００円の減額で、

人件費の整理のほか、旅費、需用費の執行残を整理いたしました。非常備消防費は１２３万円の減

額で、費用弁償および普通旅費の整理であります。消防施設費は４万円の追加で、物件費の年度末

までの所要額を見込み計上いたしました。

教育費は３,２０５万９,０００円の減額であります。教育委員会費は１５万円の減額で、普通旅

費及び交際費の執行残を整理いたしました。事務局費は２５９万５,０００円の減額で、共済費か

ら貸付金までの７項目について、事業確定に伴う執行残や、年度末までの所要額を見込み整理いた

しました。

歳入では、１９諸収入、貸付金元利収入、奨学金貸付で８万３,０００円の減額であります。

５頁をご覧ください。小学校費、学校管理費は５２７万円の減額であります。需用費は１１万円

の追加で、内訳は、国の補助事業で実施する新型コロナウイルス対策消耗品が６０万円の追加、燃

料費など物件費が４９万円の減額。その他、役務費から備品購入費までの４項目について、入札や

見積合わせによる執行残を整理いたしました。

小学校費、教育振興費は８６万円の減額であります。外国語指導助手等謝礼に係る報償費のほか、

要保護・準要保護児童に係る扶助費を整理いたしました。

中学校費、学校管理費は８０７万７,０００円の減額であります。需用費は１１２万円の減額で、

内訳は、国庫補助事業で実施する新型コロナウイルス対策消耗品が３０万円の追加、電気料など物

件費が１４２万円の減額。その他、役務費から負担金・補助及び交付金までの４項目について、入

札や見積合わせによる執行残を整理いたしました。
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中学校費、教育振興費は７０万円の減額で、中体連等競技大会参加補助金のほか、要保護・準要

保護生徒などに係る扶助費の執行残を整理いたしました。

社会教育総務費は１５０万１,０００円の減額であります。報酬１８万１,０００円の減額は社会

教育委員等に係るもの、その他、報償費から負担金・補助及び交付金までの７項目について、事務

事業の中止や終了に伴う執行残を整理いたしました。

町民センター施設費は６万円の減額で、電気料について、年度末までの所要額を見込み整理いた

しました。

学習文化センター施設費は１９３万６,０００円の減額で、物件費及び各種設備等の点検委託に

係る執行残の整理であります。保健体育総務費は１２８万２,０００円の減額であります。

スポーツ推進委員の報酬のほか、報償費から負担金・補助及び交付金までの７項目について、事

務事業の縮小や、中止に伴う執行残を整理いたしました。

ファミリースポーツセンター施設費は２０７万円の減額で、燃料費および修理費、青少年会館施

設費は２９万円の減額で、燃料費および修理費の執行残の整理であります。

海洋センター施設費は３３４万９,０００円の減額で、プール監視員の報酬のほか、物件費など

の執行残を整理いたしました。

町民体育館施設費５万円の減額は、消耗品費および修理費に係る執行残の整理であります。

学校給食センター費は３８６万９,０００円の減額であります。需用費３１９万５,０００円の減

額は、給食材料費や物件費に係るもの、委託料２５万６,０００円の減額は、給食配送業務委託に

係るもの、工事請負費４１万８,０００円の減額は、入札に伴う執行残の整理であります。

歳入では、１２分担金及び負担金、教育費負担金、給食費負担金で１１９万１,０００円の減額、

高等学校給食費負担金で７７万４,０００円の減額であります。

６頁をご覧ください。公債費は５７９万４,０００円の減額であります。元金４０万２,０００円

の追加は、利率見直しによる償還元金の変更によるもの。利子６１９万６,０００円の減額は、令

和元年度借入分の利率確定により不用額を整理いたしました。諸支出金は２９７万６,０００円の

減額で、ガス事業会計繰出金であります。

１頁にお戻りください。次に、歳入についてご説明いたします。ただいま、歳出でご説明した分

は、省略させていただきます。

町税は５０万円の追加であります。個人町民税は、現年課税分が漁業者所得額の減により１,５

００万円の減額、滞納繰越分が徴収額の増により２００万円の追加であります。法人町民税、現年

課税分は５００万円の減額で、内訳は、均等割が企業進出により１００万円の増額となったものの、

法人税割が事業不振により６００万円の減額であります。固定資産税、現年課税分は、新築家屋及

び償却資産の増加に伴い２,２００万円の追加であります。

環境性能割は、対象車両の減に伴い２５０万円の減額であります。

入湯税、現年課税分は、入湯客の減に伴い、１００万円の減額であります。使用料及び手数料は

９０４万７,０００円の減額で、民生使用料から消防手数料まで、それぞれ利用状況等を精査し整

理いたしました。

国庫補助金は８,４７１万１,０００円の追加であります。総務費国庫補助金、地方創生事業は１

億７,５６５万６,０００円の追加で、国の第３次補正予算に伴う新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金を整理いたしました。
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２頁をご覧ください。土木費国庫補助金、除雪事業は、社会資本整備総合交付金の交付額決定に

より１,４８６万円の減額であります。

教育費国庫補助金、特別支援学級児童生徒８万７,０００円の減額から、公立学校情報機器整備

事業１５９万７,０００円の減額までの５項目は、それぞれ事業費の確定等により整理いたしまし

た。

道支出金は５,７７９万１,０００円の追加であります。

３頁をご覧ください。民生費道補助金、冬の生活支援事業は５０万円の追加で、冬期福祉給付金

に係るもの。総務費道委託金、権限移譲事務は６万７,０００円の減額で、北海道権限移譲事務交

付金の交付額確定によるものであります。

財産収入は３１万２,０００円の追加であります。財産貸付収入、土地貸付収入１２万３,０００

円の追加および家屋貸付収入４５万４,０００円の減額は、実績を考慮し整理いたしました。

利子及び配当金、利子は８万８,０００円の減額であります。物品売払収入は４８万１,０００円

の追加で、旧山越郡衛生処理組合の物品および町有林木材等の売払収入であります。生産物売払収

入は２５万２,０００円の減額で、天然ガス売払代金を整理いたしました。不動産売払収入、立木

売払収入は５０万２,０００円の追加で、送電線および新幹線工事に係る支障木伐採補償金の計上

であります。

繰入金は３億１,１８３万５,０００円の減額であります。財政調整基金繰入金は３億３５４万７,

０００円の減額で、今回の補正に伴う歳出不用額と歳入を精査し、一般財源を後年度以降の財源調

整とするため、財政調整基金からの繰入額を減額するものであります。なお、この減額をした後の

財政調整基金残高見込額は８億５,４３７万６,０００円となります。

まちづくり基金繰入金５１０万円の減額は、充当事業の確定による整理であります。

４頁をご覧ください。 諸収入は５,９９７万６,０００円の追加であります。宝くじ交付金収入

１６１万３,０００円の追加は、交付額の確定によるもの。雑入、分収造林収入１３万１,０００円

の追加、高速道路救急業務支弁金２９万７,０００円の減額、いきいきふるさと推進事業助成金５

５万円の追加は、事業の確定や年度末を見込んで整理いたしました。

町債は８１２万７,０００円の減額であります。総務債、街路灯管理支援事業債１００万円の減

額から、減収補てん債９８７万３,０００円の追加まで、それぞれ事業費等の確定により整理いた

しました。

次に、補正予算書の５頁をご覧ください。第２表は地方債補正であります。地方債の追加は、起

債の目的・減収補てんで、限度額は９８７万３,０００円、起債の方法、利率及び償還の方法は、

記載のとおりであります。地方債の変更は、起債の目的・街路灯管理支援から高等学校教育環境整

備まで１２項目で、変更前の総額１億８,０１０万円を、変更後の総額１億６,２１０万円に１,８

００万円減額し、この表のとおり変更したいというものであります。

６頁をご覧ください。第３表は、繰越明許費補正であります。繰越明許費の追加は、款、総務費、

項、総務管理費、事業名、高度無線環境整備推進事業から、款、教育費、項、中学校費、事業名、

感染症対策等の学校教育活動継続支援事業までの４項目で、合計２億６,０５２万９,０００円以内

を、令和３年度に繰越して使用するというものであります。

繰越明許費の変更は、款、衛生費、項、保健衛生費、事業名、新型コロナウイルスワクチン接種

事業で、変更前の金額２,７９０万８,０００円以内を変更後の金額３,２４０万６,０００円以内に、
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４４９万８,０００円増額し、この表のとおり変更したいというものであります。

以上が、令和２年度長万部町一般会計補正予算（第１７号）の内容であります。なお、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の最終決定および譲与税等の決定は、例年どおり年度末

となる見込みのため、専決処分で対応したいと考えておりますので、あらかじめご承知おき願いま

す。以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（辻義雄） ３時３０分まで休憩します。

１５時２０分 休憩

１５時３０分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

それでは質疑に入ります。これより質疑を行います。質疑は歳出より行います。はじめに議会費、

１８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に総務費、１８頁から２３頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に民生費、２４頁から２７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に衛生費、２８頁から３０頁です。ありませんか。

柏倉議員。

○議員（９番 柏倉恵里子） ２８頁の予防費、使用料及び賃借料の、車借り上げで、ワクチンの

送迎バスという説明だったんですけれども、ちょっと積算根拠、すみませんお願いします。

○議長（辻義雄） 岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） 予防費の使用料及び賃借料、車借上料の２８万６,０００円でございま

すが、ワクチン接種会場までのバスの運行をするためのバスの借上料を計上してございます。内訳

といたしましては、中型バスを単価では予定しておりまして、時間あたり９,５１５円×３時間の１

０回分、それぞれ国縫、双葉、蕨岱方面、静狩方面を予定して計上しております。

○議長（辻義雄） 衛生費ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に農林水産業費、３０頁から３２頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に商工費、３３頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に土木費、３３頁から３６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に消防費、３６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に教育費、３７頁から４３頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に公債費、４３頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に諸支出金、４３頁です。ありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

以上で歳出を終わります。

続いて歳入を行います。はじめに町税７頁から８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に分担金及び負担金、８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に使用料及び手数料、９頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に国庫支出金、１０頁から１１頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に道支出金、１２頁から１３頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に財産収入、１４頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に寄附金、１４頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に繰入金、１５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に諸収入、１５頁から１６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に町債、１６頁から１７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳入を終わります。

次に５頁をご覧ください。第２表地方債補正を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に６頁をご覧ください。第３表繰越明許費補正を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第９号 令和２年度長万部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

○議長（辻義雄） 日程第１６、議案第９号令和２年度長万部町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。
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佐藤町民課長。

○町民課長（佐藤剛） ただいま上程されました、議案第９号令和２年度長万部町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）の提案内容についてご説明いたします。

今回の補正は、 歳入歳出にそれぞれ１９万６,０００円を追加し、補正後の予算総額を１億３３

５万２,０００円とするものであります。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

はじめに、歳出からご説明いたします。後期高齢者医療広域連合納付金、負担金補助及び交付金

１９万６,０００円の追加は、事務費負担金の確定により４９万円の減、保険料等負担金６８万６,

０００円の増により、追加するものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。後期高齢者医療保険料は、１０２万１,０００円の追加

であります。特別徴収保険料現年度分特別徴収保険料１７２万３,０００円の減額、普通徴収保険

料現年度分普通徴収保険料２７４万４,０００円の追加は、被保険者の増減によるものであります。

繰入金は、１６８万１,０００円の減額であります。

事務費繰入金８８万円、保険基盤安定繰入金８０万１,０００円の減額は、いずれも額の確定に

よるものであります。

繰越金８５万６,０００円の追加は、前年度繰越金であります。

以上が、議案第９号令和２年度長万部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の内容であ

ります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁から４頁

です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０号 令和２年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）

○議長（辻義雄） 日程第１７、議案第１０号令和２年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算

（第６号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤町民課長。

○町民課長（佐藤剛） ただいま上程されました、議案第１０号令和２年度長万部町国民健康保険

特別会計補正予算（第６号）の提案内容についてご説明いたします。

今回の補正は、歳入歳出からそれぞれ１,３０４万１,０００円を減額し、補正後の予算総額を７

億８,２０３万９,０００円とするものであります。
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補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

はじめに、歳出からご説明いたします。総務費は３１万２,０００円の減額であります。運営協

議会費、報酬１２万２,０００円の減額は、運営協議会開催回数の減によるものであります。保険

税収納率向上対策費、旅費１６万円の減額、需用費、燃料費３万円の減額は、執行残であります。

保険給付費は３０８万円の追加であります。負担金補助及び交付金で、療養給付費は５００万円

の追加で、給付費の増加によるものであります。出産育児一時金１６８万円、葬祭費２４万円の減

額は、いずれも件数の減による減額であります。

国民健康保険事業費納付金は、１,２８０万９,０００円の減額であります。負担金補助及び交付

金で、医療給付費分９２３万円、後期高齢者支援金等分２５６万４,０００円、介護納付金分１０

１万５,０００円の減額は、北海道への国保事業費納付金の確定により、減額するものであります。

諸支出金、保険税還付金、償還金利子及び割引料３００万円の減額は、新型コロナウイルス感染

症の影響による減免分の不用額を減額するものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。国民健康保険税は、８５０万円の減額であります。国民

健康保険税、医療給付費分現年課税分４８０万円、後期高齢者支援金分現年課税分、１９０万円、

介護納付金分現年課税分１８０万円といずれも減額で、世帯所得割の減少による賦課額確定による

ものであります。

道支出金は、６４万９,０００円の減額であります。

普通交付金４２０万円の追加は、保険給付費の増加によるものであります。

特別交付金４８４万９,０００円の減額は、保険料減免分および特別調整交付金の減額によるも

のであります。

繰入金、一般会計繰入金３８９万２,０００円の減額は、出産育児一時金等の減により、減額す

るものであります。

以上が、議案第１０号令和２年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）の提案内容

であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出一括して行います。３頁から７頁で

す。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１号 令和２年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第４号）

○議長（辻義雄） 日程第１８、議案第１１号令和２年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第
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４号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第１１号令和２年度長万部町介護保険

特別会計補正予算（第４号）についてその内容をご説明いたします。

今回の補正は、保険料賦課の確定、補助金等の額の確定および執行経費の整理、年度末までの予

算執行を見越しての補正であります。歳入歳出にそれぞれ２,４７５万１,０００円を追加し、補正

後の予算総額を８億９,９５４万９,０００円とするものであります。

内容につきましては、補正予算書に添付しております概要により、歳出からご説明いたします。

１総務費は１４０万１,０００円の減額であります。一般管理費、共済費２万円の追加は退職手

当負担金で、年度末までの所要額を補正するものです。認定調査等費、報酬６５万円の減額は、嘱

託介護認定調査員による認定調査件数の減、役務費６５万円の減額は、主治医意見書作成件数の減、

委員会費、委託料１２万１,０００円の減額は、介護保険事業計画策定委託で、事業費確定による

執行残を整理するものであります。

２保険給付費は２,８５０万円の追加であります。居宅介護予防サービス給付費、負担金・補助

及び交付金５００万円の減額、地域密着型サービス給付費、負担金・補助及び交付金２,０００万

円の減額、施設介護サービス給付費、負担金・補助及び交付金５,５００万円の追加、住宅改修費、

負担金・補助及び交付金１５０万円の減額、サービス計画給付費、負担金・補助及び交付金１００

万円の減額、特定入所者サービス等費、負担金・補助及び交付金１００万円の追加は、それぞれ年

度末までのサービス給付費等の所要額を見込み追加、または減額するものであります。

これら保険給付費に対応する歳入は、１保険料、第１号被保険者保険料、現年度分特別徴収保険

料１０３万６,０００円の追加、現年度分普通徴収保険料１０７万３,０００円の減額、４国庫支出

金、介護給付費負担金、現年度分１,１８９万９,０００円の追加、調整交付金、現年度分３３８万

５,０００円の追加、５支払基金交付金、介護給付費交付金、現年度分２６万円の追加、６道支出

金、介護給付費負担金、現年度分１２１万１,０００円の追加、８繰入金、一般会計繰入金、低所

得者保険料軽減繰入金５８５万１,０００円、介護給付費準備基金繰入金５９３万１,０００円を計

上いたしました。介護給付費準備基金の取り崩し後の残高見込額は５,７３０万９,２３４円となり

ます。

歳出に戻ります。３地域支援事業費は２３４万８,０００円の減額であります。介護予防・生活

支援サービス事業費、負担金・補助及び交付金６５万円の減額は、通所型サービスの利用者の減に

よるものであります。

包括的支援・任意事業費、報酬１４万３,０００円の減額は、生活支援体制整備事業協議体会議

開催回数の減で、職員手当等３０万円の減額は、時間外勤務手当の減、共済費１１万円の追加は、

共済費４万、退職手当負担金７万円の追加で、年度末までの所要額を補正するものであります。報

償費１０万５,０００円の減額は、生活支援体制整備事業講師派遣回数の減。旅費３０万円の減額

は普通旅費で、出張の減。役務費２５万円の減額は通信費で、高齢者生活アンケート調査執行残。

委託料３５万円の内訳は、地域包括支援センター事務委託が３０万円の減で、執行残。徘徊高齢者

位置情報確認事業委託が５万円の減で、利用者の減によるものであります。負担金・補助及び交付

金３６万円の減額の内訳は、成年後見人報酬負担金が２８万円の減額で、利用者の減によるもの。

認知症初期集中支援チーム員研修負担金４万円の減額、および認知症地域支援推進員研修負担金４
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万円の減額は、研修会が開催されなかったことにより減額するものであります。

これら地域支援事業費に対応する歳入は、４国庫支出金、地域支援事業交付金、現年度分４９万

９,０００円の追加、５支払基金交付金、地域支援事業交付金、現年度分１３７万４,０００円の減

額、６道支出金、地域支援事業交付金、現年度分２２万５,０００円を計上いたしました。

次に、歳入についてご説明いたします。ただいま、歳出でご説明した分は省略させていただきま

す。

８繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金３０９万９,０００円の減額は、ただいま歳

出で減額した予算の町負担分を一般会計繰入金から減額するものでございます。

以上がただいま上程されました、令和２年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いての内容であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。４頁から９頁

です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１２号 令和２年度長万部町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

○議長（辻義雄） 日程第１９、議案第１２号令和２年度長万部町公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第１２号令和２年度長万部町公共下

水道事業特別会計補正予算（第４号）の内容についてご説明をいたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明をいたします。

今回の補正は、歳入歳出からそれぞれ２,３２１万４,０００円を減額し、補正後の予算総額を

３億２１７万３,０００円とするものでございます。

はじめに、歳出からご説明をいたします。下水道費は２,１７１万４,０００円の減額で、年度末

の予算執行残をそれぞれ減額するものでございます。

内訳では、一般管理費の旅費は普通旅費で１５万円を、委託料は下水道事業ストックマネジメン

ト計画策定および公営企業会計適用移行業務委託分で、１９３万１,０００円を減額しております。

歳入では、この委託料減額に関連しまして、２国庫支出金、下水道費国庫補助金３０万円を、あ

わせて５町債の下水道事業債１５０万円を減額してございます。

戻りまして負担金・補助及び交付金は、検満メーター負担金の確定分で１８万円、公課費は、消
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費税確定分で８８６万８,０００円をそれぞれ減額するものでございます。同じく管渠管理費の需

用費は電気料金分等で１４万７,０００円を、委託料は、下水道管渠清掃業務等委託分で６３万４,

０００円を減額するものでございます。

工事請負費は管路施設移設事業分で、３００万円を減額するもので、これに関連する歳入は、４

諸収入、雑入の管路施設移設事業で同額の３００万円を減額してございます。

次に、終末処理場管理費の需用費は、消耗品・燃料費や主に電気・水道料金分で４９２万円を、

委託料は、法定水質分析業務委託および脱水汚泥処理・運搬業務委託分で１７６万６,０００円を、

使用料及び賃借料は、除雪用タイヤショベルの借上料で１１万８,０００円を減額するもので、歳

入では、汚水処理施設維持管理にかかる費用の減額分としまして、４諸収入、受託事業収入、汚水

処理施設維持管理費３８２万８,０００円を減額してございます。戻りまして公債費は１５０万円

の減額で、起債利子及び一時借入金利子にかかる減額でございます。

次に、歳入について、ご説明をいたします。ただいま歳出予算にあわせてご説明した分につきま

しては、省略をさせて頂きます。

３繰入金の３,９２６万円の減額につきましては、一般会計繰入金を歳入歳出の補正に伴い、減

額するものでございます。

諸収入は１,７８４万６,０００円の追加で、内訳では、雑入、雑入で２,４６７万４,０００円の

追加は納付済みの下水道消費税還付金で、主にはミックス事業等に係る補助金等について、「特定

収入」扱いとして修正申告したところ、その額が受理され、還付されたものでございます。

以上が、令和２年度長万部町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）の内容でございます。

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁から４

頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１３号 令和２年度長万部町ガス事業会計補正予算（第２号）

○議長（辻義雄） 日程第２０、議案第１３号令和２年度長万部町ガス事業会計補正予算（第２号）

の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第１３号令和２年度長万部町ガス事

業会計補正予算（第２号）の内容についてご説明をいたします。
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補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明をいたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出ならびに資本的収入及び支出の補正でございます。

はじめに、予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、支出のガス事業費から１０２万円を

減額し、補正後の支出予定額を１億４,０２７万２,０００円に改めるものでございます。内訳では、

製造費１２万円の減額は児童手当の減額によるもので、企業債利息９０万円の減額は、借入額利率

確定によるものであります。

次に収入になりますが、収入のガス事業収益から１２万円を減額し、補正後の収入予定額を１億

１,８３４万円に改めるものでございます。内訳では、その他特別利益の一般会計補助金１２万円

の減額は、児童手当の変更に伴い、繰出基準額を減額するものでございます。

次に、資本的収入及び支出についてご説明をいたします。予算第４条に定めている、収益的収入

及び支出の資本的支出から１,１４２万５,０００円を減額し、補正後の支出予定額を８,２０５万

２,０００円に改めるものでございます。

内訳では、供給設備１,１４２万５,０００円の減額で、ガス本支管改良工事の執行残でございま

す。

次に、収入になりますが、資本的収入から１,１４５万６,０００円を減額し、補正後の収入予定

額を、５,４１４万４,０００円に改めるものでございます。

内訳では、企業債８６０万円および出資金２８５万６,０００円の減額は、供給設備に係るガス

本支管改良工事額が確定したことによるものでございます。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２,７９０万８,０００円は、過年度分損益

勘定留保資金で補てんをいたします。

次に、補正予算書の１頁をご覧ください。第２条は、業務の予定量の変更になります。ガス本支

管改良工事額の確定により業務予定量が変更となるもので、予算第２条表中、本年度の欄の供給設

備「６,６７０万円」を「５,５２７万５,０００円」に改めるものでございます。

第３条の収益的収入及び支出と、２頁に移りまして、第４条の資本的収入及び支出は、概要で説

明をいたしましたので省略をさせていただきます。

次に第５条は、企業債の借入限度額の変更で、ガス本支管改良工事額の確定によりまして、借入

額を変更するものでございます。予算第５条中、起債の目的、供給設備の限度額を、変更前「４,

９２０万円」を、変更後「４,０６０万円」に改めるものでございます。

次に、３頁をご覧ください。第６条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費で、

この経費は職員給与費の合計で今回の補正に伴い、予算第８条中「３,３７５万１,０００円」を「３,

３６３万１,０００円」に改めるものであります。

第７条は、他会計からの補助金の変更で、予算第９条中、一般会計補助金の児童手当分、変更前

「４９万８,０００円」を変更後「３７万８,０００円」に改めるものでございます。

以上が、令和２年度長万部町ガス事業会計補正予算（第２号）の内容でございます。よろしくご

審議のほどお願い申し上げます。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。はじめに収益的収入及び支出を行います。６頁です。

ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、資本的収入及び支出を行います。７頁です。ありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

次に１頁をご覧ください。第２条業務の予定量、第５条企業債、第６条議会の議決を経なければ

流用することのできない経費および第７条他会計からの補助金を一括して行います。１頁から３頁

です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１４号 令和２年度長万部町水道事業会計補正予算（第４号）

○議長（辻義雄） 日程第２１、議案第１４号令和２年度長万部町水道事業会計補正予算（第４号）

の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第１４号令和２年度長万部町水道事

業会計補正予算（第４号）の内容につきましてご説明をいたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明をいたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出ならびに資本的収入及び支出の補正でございます。

はじめに、予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、支出の水道事業費から２１万２,０

００円を減額し、補正後の支出予定額を１億６,４９８万４,０００円に改めるものでございます。

内訳では、資産減耗費の固定資産除却費７４万２,０００円の減額は、除却資産の確定に伴うも

のでございます。消費税５３万円の追加は、消費税調整額の増額分でございます。

次に、資本的収入及び支出についてご説明をいたします。予算第４条に定めている資本的収入及

び支出のうち資本的支出から１,６６９万２,０００円を減額し、補正後の支出予定額を５,６１１

万５,０００円に改めるものでございます。

内訳では、配水設備１,６６９万２,０００円の減で、北海道の事業で予定しておりました、道道

長万部公園線道路改良工事の延期に伴う配水管移設工事費の減額でございます。

次に、収入になりますが、資本的収入から７８２万円を減額し、補正後の収入予定額を、１９９

万４,０００円に改めるものでございます。

内訳では、工事負担金７８２万円の減額で、道道長万部公園線道路改良工事の延期に伴うもので

ございます。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５,４１２万１,０００円は、過年度分損益

勘定留保資金１,５６１万１,０００円、当年度分損益勘定留保資金１,９０８万２,０００円、当年

度分消費税資本的収支調整額４２万８,０００円、減債積立金処分額１,５００万円および建設改良
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積立金処分額４００万円で補てんをいたします。

以上が、令和２年度長万部町水道事業会計補正予算（第４号）の内容でございます。よろしくご

審議のほどお願い申し上げます。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。はじめに収益的収入及び支出を行います。３頁です。

ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に資本的収入及び支出を行います。３頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第１５号 令和２年度長万部町病院事業会計補正予算（第５号）

○議長（辻義雄） 日程第２２、議案第１５号令和２年度長万部町病院事業会計補正予算（第５号）

の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田辺病院事務長。

○病院事務長（田辺知行） ただいま上程されました、議案第１５号令和２年度長万部町病院事業

会計補正予算（第５号）の内容についてご説明いたします。補正予算の内容につきましては、補正

予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出ならびに資本的収入及び支出の、支出の補正であります。

はじめに収益的収入及び支出になります。予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、収入

の病院事業収益から１億１,１００万円を減額し、補正後の収入予定額を６億２,５０２万１,０００

円とし、また、支出の病院事業費用から７,５９８万１,０００円を減額し、補正後の支出予定額を

６億９,０１６万８,０００円に改めるものであります。

支出の内訳からご説明いたします。

病院事業費用は７,５９８万１,０００円の減額となり、内訳は医業費用の給与費の給料１,８００

万円の減額、手当１,４９０万円の減額、報酬１,５００万円の減額、法定福利費１００万円の減額、

退職給付費２００万円の減額となり、これらは主に医師確保対策として計上したものの減額となり

ます。

材料費のうち薬品費１,０００万円の減額、診療材料費２００万円の減額、経費の旅費、交通費５

０万円の減額、光熱水費１００万円の減額、燃料費１００万円の減額、保険料２８万１,０００円の

減額、賃借料２００万円の減額、委託料７００万円の減額、研究研修費の旅費１１０万円の減額と

なります。

医業外費用としてリース資産購入支払利息２０万円の減額となり、これは医療機器リースを次年
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度以降に先送りしたことによります。

次に、収入についてご説明いたします。医業収益の入院収益７,８００万円の減額は、入院患者数

の減少による減、外来収益７,８００万円の減額は外来患者数の減少による減、医業外収益の他会計

補助金４,５００万円の追加は入院外来収益の減収分を一般会計から補てんするものであります。

次に、概要の２頁目をご覧ください。資本的収入及び支出になります。予算第４条に定めた資本

的収入及び支出の支出で、資本的支出を５３０万円減額し、補正後の支出予定額を１,３４６万３,

０００円に改めるものであります。内訳は空気清浄機とベッドサイドモニターの購入で６７万円の

追加と、建設改良費のリース資産購入費の減額で、医療機器リースを次年度以降に先送りした１,２

００万円の減額となります。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１,０９６万１,

０００円は過年度分損益勘定留保資金１,０９６万１,０００円で補てんいたします。

失礼いたしました。資本的支出５３０万円と言いましたけれども、５３万円の間違いであります。

訂正いたします。

次に、補正予算書の１頁をご覧ください。第２条は業務の予定量の変更で、年間患者数、入院延

べ５,５４８人を３,２６６人に、外来延べ２万６,６２０人を１万７,２５２人に改めるものであり

ます。第３条の収益的収入及び支出と、第４条の資本的収入及び支出は概要で説明いたしましたの

で省略させていただきます。

２頁になります。第５条は予算第６条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない

経費を改めるもので、給与費５,０９０万円を減額することから、給与費の予定額を４億５,８５２

万２,０００円に改めるもので、第６条は予算第７条中、他会計からの補助金３億５,０００万円を

他会計補助金の追加により、３億９,５００万円に改めるものであります。第７条は予算第８条中、

棚卸資産購入限度額６,４０７万円を材料費の減額により５,２０７万円に改めるものであります。

以上がただいま上程されました、令和２年度長万部町病院事業会計補正予算（第５号）の内容で

あります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。はじめに収益的収入及び支出を行います。５頁から

６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に資本的収入及び支出を行います。６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に１頁をご覧ください。第２条業務の予定量、第５条議会の議決を経なければ流用することの

できない経費、第６条他会計からの補助金、第７条棚卸資産購入限度額を一括して行います。１頁

から２頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
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◎議案第１６号 令和３年度長万部町一般会計予算から

◎議案第２３号 令和３年度長万部町病院事業会計予算まで

○議長（辻義雄） 日程第２３、議案第１６号令和３年度長万部町一般会計予算から日程第３０、

議案第２３号令和３年度長万部町病院事業会計予算までの８件の議案を、会議規則第３７条の規定

により一括議題といたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております８件の議案については、議長を除く９人の委

員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております８件の議案については議長を除

く９人の委員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定

いたしました。

委員長、副委員長互選のため暫時休憩いたします。

１６時１２分 休憩

１６時２０分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

ただいま休憩中に開催した予算審査特別委員会において委員長および副委員長が互選されました

のでご報告をいたします。

委員長には村川議員、副委員長には大谷議員、以上のとおりであります。

議案配付のため暫時休憩いたします。

１６時２１分 休憩

１６時２３分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎諸般の報告

○議長（辻義雄） 諸般の報告を事務局長からいたします。

豊嶋事務局長。

○議会事務局長（豊嶋慎一） 諸般の報告をいたします。ただいまから議題となります、同意第１

号長万部町農業委員会委員の任命についての議案が町長より提出されましたので、お手元に配付い

たしました。以上であります。

○議長（辻義雄） 以上で諸般の報告を終わります。

◎同意第１号 長万部町農業委員会委員の任命について

○議長（辻義雄） 日程第３１、同意第１号長万部町農業委員会委員の任命についての件を議題と

いたします。提出者の説明を求めます。

木幡町長。
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○町長（木幡正志） ただいま上程されました、同意第１号につきまして、長万部町農業委員会委

員の任命について、提案理由をご説明いたします。

本件は長万部町農業委員会の委員の選任に関する規則第８条の規定に基づく長万部町農業委員会

の任命であります。本町の農業委員に１名の欠員が生じたことから、令和２年１２月に農業委員を

募集した結果、１名の応募がありましたので、今回農業委員の任命について議会の同意を求めるも

のであります。なお、任期は令和３年４月１日から令和５年７月１９日までの２年４か月となりま

す。同意第１号、住所山越郡長万部町字栄原３１１番地、氏名加藤政子氏、昭和３７年２月２３日

生まれでございます。よろしくご同意くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本件は同意することに決定いたしました。

議案配付のため暫時休憩いたします。

１６時２５分 休憩

１６時２６分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎諸般の報告

○議長（辻義雄） 諸般の報告を事務局長からいたします。

豊嶋事務局長。

○議会事務局長（豊嶋慎一） 諸般の報告をいたします。ただいまから議題となります諮問第１号

人権擁護委員の推薦についての議案が町長より提出されましたのでお手元に配付いたしました。以

上であります。

○議長（辻義雄） 以上で諸般の報告を終わります。

◎諮問第１号 人権擁護委員の推薦について

○議長（辻義雄） 日程第３２、諮問第１号人権擁護委員の推薦についての件を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

木幡町長。

○町長（木幡正志） ただいま上程されました、諮問第１号人権擁護委員の推薦につきまして、提

案理由をご説明いたします。

長万部町には、現在３名の人権擁護委員が法務大臣から委嘱されております。このたびそのうち
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の石垣聖子氏が令和３年６月３０日付をもって任期満了となりますので、再度推薦いたしたく、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。

推薦する候補者の住所は、山越郡長万部町字大浜２０番地６，氏名は石垣聖子氏で、昭和２８年

５月７日生まれでございます。よろしくお願いをいたします。

○議長（辻義雄） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本件はこれに同意することに決定いたしました。

◎休会の決定

○議長（辻義雄） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

お諮りいたします。議案等の調査のため３月５日から８日までの４日間を休会したいと思います

が、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって３月５日から８日までの４日間を休会とすることに決定いたしました。

なお、本会議は３月９日午前１０時から再開いたしますのでご承知おき願います。

◎散会宣告

○議長（辻義雄） 本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でした。

１６時２９分 散会


